
資料2-1
◆ 男女共同参画計画評価シート

基本目標Ⅰ　男女共同参画を推進する環境づくり

（１）男女共同参画への意識啓発

①男女共同参画に関する調査研究、情報収集・提供

【表の見方】 　

※計画中該当ページとは、第2次大網白里市男女共同参画計画の中で、該当事業が記載されているページを指します。

※事業番号欄が色付きの事業は、目標値を盛り込んだ指標があります。（2-2指標シート：41項目）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

8 1
男女共同参画に関する市
民意識を把握するため、定
期的に市民意識調査を実
施します。

・市の意識調査の他に、市民
団体との協働事業でアン
ケートを実施することができ
た。

地域づくり課

・市民を対象とした意識調査
については、今年度は未実
施。
・職員及び審議会員対象の研
修の際のアンケートで「男女の
地位」についてのみ質問した。

・市民を対象とした意識調査
については、今年度は未実
施。
・職員及び審議会員対象の研
修の際のアンケートで「危機管
理の視点から考える男女共同
参画」についてのみ質問した。

・市民を対象とした意識調査
については、今年度は未実
施。
・職員及び審議会員対象の研
修の際のアンケートで
「LBGTQの意味についての理
解・性の多様性に配慮した今
後の業務遂行」についてのみ
質問した。

・18歳以上の市民2,000名及び市
内事業所300件を対象とした意
識調査を実施し、次期男女共同
参画計画策定の重要な基礎資
料とすることができた。
・職員対象の研修の際のアン
ケートで用語「アンコンシャスバ
イアス」の認知度について質問
し、男女共同参画担当課以外の
行政職員における用語の認知度
を把握し、職員に対してもさらに
男女共同参画の意識を高めるこ
との必要性が分かった。

【実施内容】
・市民を対象とした意識調査については、今年度は未実施。
・職員対象の研修の際にアンケートを実施。

【効果】
・職員の中には、年配の方への意識改革や、職場全体へ男女
共同参画の意識付けを働きかけることを望む意見があること
が把握できた。

【総括】
意識調査における男女平等に関する質問において、平等と
感じる割合が前回から微減していた。これについて、不平等
感の高まりである一方、男女共同参画に関する意識（気づ
き）の高まりであるとも捉えられ、少しずつ男女共同参画の
意識が浸透してきているものと考えられる。
他方、調査結果からは、男女により平等感に差があることも
定量的に把握することができており、この意識差に留意しな
がら各施策に取り組む必要性を認識できた。

・男女共同参画に関連する
情報を発信・受信しやすいよ
う、市ホームページの構成を
改善した。また、市ホーム
ページの活用による積極的
な情報発信を推進した。

秘書広報課

・男女共同参画に関する情報
の発信を促すため、ホーム
ページ作成研修を実施するな
ど、積極的な市ホームページ
の活用を推進した。

・男女共同参画に関する情報
の発信を促すため、ホーム
ページ作成研修を実施するな
ど、積極的な市ホームページ
の活用を推進した。

・男女共同参画に関する情報
の発信を促すため、ホーム
ページ作成研修を実施するな
ど、積極的な市ホームページ
の活用を推進した。

・男女共同参画に関する情報の
発信を促すため、ホームページ
作成研修を実施するなど、積極
的な市ホームページの活用を推
進した。

【実施内容】
・男女共同参画に関する情報の発信を促すため、ホームペー
ジ作成研修を実施するなど、積極的な市ホームページの活用
を推進した。

【効果】
ホームページ作成等研修会の実施により、性別等に偏らない
表現や多様な視点に配慮した情報発信が推進された。

【総括】
男女共同参画に関する情報発信を促進するとともに、ホー
ムページ作成研修を実施したことで、性別等に偏らない表現
や多様な視点に配慮した情報の発信につながった。

・男女共同参画に関するイベ
ント等に関する情報を掲載
し、啓発を行った。
・平成30年度からはマリンの
ツイッターを活用し、啓発を
行った。

地域づくり課

・市ホームページ内の男女共
同参画のページの見直しを行
い、男女共同参画に関する情
報を追加した。

男女共同参画に関する情報を
提供した。

・男女共同参画に関する情報
を提供した。

・男女共同参画に関する情報を
ホームページで提供したことに
より、時間や場所を問わずに誰
でも情報を得る機会を増やすこ
とができた。

【実施内容】
・男女共同参画に関する情報をホームページで提供した。

【効果】
時間や場所を問わずに誰でも情報を得る機会を増やすことが
できた。

【総括】
男女共同参画に関する情報をホームページで提供したこと
により、時間や場所を問わずに誰でも情報を得る機会を増
やすことができた。
引き続き各種情報提供の場としてホームページの充実を図
りたい。

【新規】 秘書広報課

・マリンのツイッターにおいて、
男女共同参画に関する取り組
みや行事等の情報発信を行っ
た。

・マリンのツイッターにおいて、
男女共同参画に関連する情
報発信を行った。

・マリンのX（旧ツイッター）にお
いて、男女共同参画に関連す
る情報発信を行った。

・マリンのX（旧ツイッター）におい
て、男女共同参画に関連する情
報発信を行った。

【実施内容】
・マリンのX（旧ツイッター）において、男女共同参画に関連する
情報発信を行った。

【効果】
身近な媒体で発信することにより、男女平等参画を日常に関
わる課題として認識してもらうきっかけとなった。

【総括】
X(旧ツイッター)を活用した発信は男女共同参画について考
えていただく上で効果的であった。今後も継続的にわかりや
すい発信を行い、市民の理解促進を図っていく必要がある。

【新規】 地域づくり課
・ツイッターで求職者支援制度
などについて、発信した。

・ツイッターで「おとう飯」キャン
ペーンについて、発信した。

・X（旧ツイッター）で男女共同
参画週間のキャッチフレーズ
募集について、発信した。

・X（旧ツイッター）で男女共同参
画週間のキャッチフレーズ募集
について、発信した。

【実施内容】
・X（旧ツイッター）において、男女共同参画計画に関連する情
報発信を行った。

【効果】
身近な媒体で発信することにより、男女平等参画を日常に関
わる課題として認識してもらうきっかけとなった。

【総括】
X(旧ツイッター)は、回覧文書やホームページ等に触れない
世代に対する啓発手段として、有効であると思われる。
引き続き、男女共同参画に興味を持ってもらえるような発信
を行い、多くの世代へ啓発を図りたい。

8 4
市内図書室において、男女
共同参画に関する冊子等
の閲覧及び貸し出しをしま
す。

・男女共同参画に関する蔵
書を増やし、利用しやすい環
境を整えた。

生涯学習課
・男女共同参画に関する冊子
等の閲覧及び貸し出しを行っ
た。

市内図書室3室で、約2ヶ月間
｢SDGs｣17の目標に関しての
本の展示及び閲覧、貸し出し
を行った。

市内図書室3室で、1ヵ月間男
女共同参画に関する本の展
示及び閲覧、貸出しを行った。

・展示本の貸出は伸び悩んだ。
・公共読書施設で関連図書を展
示することで、幅広い年代へ男
女共同参画の意識づけ及び周
知が出来た。

【実施内容】
・市内図書室3室で、1ヵ月間男女共同参画に関する本の展示
及び閲覧、貸出しを行った。

【効果】
関連図書を展示することで、幅広い年代へ男女共同参画の意
識づけ及び周知が出来た。

【総括】
・展示本の貸出は伸び悩んだが、展示コーナーで関連図書
を気にする利用者は多かった。
継続することで徐々に興味を持つ人、手に取る人を増やし、
男女共同参画の意識づけ及び周知を図りたい。

計画期間（R3～R7）
の総括

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

8 2
男女共同参画に関する情
報提供のため、ホームペー
ジの充実を図ります。

8 3
マリンのツイッター等を活用
して、男女共同参画に関す
る情報を提供します。

結果
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資料2-1
②家庭、地域における男女共同参画意識の啓発

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

8 5
男女共同参画社会の実現
に向けた広報・啓発活動を
推進します。

・市の広報紙に男女共同参
画に関する連載を隔月で
行ったことにより、定期的な
啓発ができた。
・男女共同参画地域推進員
が作成した新聞を区・自治会
へ回覧し地域での取組につ
いて、紹介することができ
た。

地域づくり課

・市の広報紙に男女共同参画
に関する連載を隔月で行っ
た。
・ＨＰに、県等の事業を含め、
男女共同参画に関する情報を
掲載した。
・男女共同参画地域推進員が
作成した新聞について、区長
回覧を行った。

・市の広報紙に男女共同参画
に関する連載を隔月で行っ
た。
県等の事業を含め、男女共同
参画に関するチラシを庁舎に
配布した。
・男女共同参画地域推進員が
作成した新聞について、区長
回覧を行った。

・市の広報紙に男女共同参画
に関する連載を隔月で行っ
た。
・ＨＰに、県等の事業を含め、
男女共同参画に関する情報を
掲載した。
・男女共同参画地域推進員が
作成した新聞について、区長
回覧を行った。

・市の広報紙に男女共同参画に
関する連載を隔月で行った。
・ＨＰに、県等の事業を含め、男
女共同参画に関する情報を掲載
した。
・男女共同参画地域推進員が作
成した新聞について、区長回覧
を行った。新聞に記載した二次
元コードから、記事についての
感想を、市民から4件いただい
た。

【実施内容】
・市の広報紙に男女共同参画に関する連載を隔月で行った。
・ＨＰに、県等の事業を含め、男女共同参画に関する情報を掲
載した。
・男女共同参画地域推進員が作成した新聞について、区長回
覧を行った。

【効果】
新聞に記載した二次元コードから、記事についての感想が9件
寄せられた。

【総括】
各媒体において男女共同参画に関する広報・啓発を継続的
に実施している。
男女共同参画地域推進員が作成した新聞での感想やR6の
市民意識調査結果から、少しずつではあるが、男女共同参
画の意識が着実に向上していることがうかがえる。
男女共同参画社会の実現に向け、引き続き広報・啓発活動
を推進する。

（２）男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進

①学校教育、社会教育における男女共同参画の推進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

9 6
性別等にとらわれることな
く、個性を重視した男女平
等教育・人権教育を推進し
ます。

・人権に関する教職員の意
識も高まっており、性別等に
とらわれることなく、児童生徒
一人一人を大切にした教育
を実施することができてい
る。

管理課

・個に応じた指導・支援をこれ
まで以上に心がけるなど、人
権に関する教職員の意識も高
まっており、性別等にとらわれ
ることなく、児童生徒一人一人
を大切にした教育を実施する
ことができている。

・個に応じた指導・支援をこれ
まで以上に心がけるなど、人
権に関する教職員の意識も高
まっており、性別等にとらわれ
ることなく、児童生徒一人一人
を大切にした教育を実施する
ことができている。

・個に応じた指導・支援をこれ
まで以上に心がけるなど、人
権に関する教職員の意識も高
まっており、性別等にとらわれ
ることなく、児童生徒一人一人
を大切にした教育を実施する
ことができている。

・個に応じた指導・支援をこれま
で以上に心がけるなど、人権に
関する教職員の意識も高まって
おり、性別等にとらわれることな
く、児童生徒一人一人を大切に
した教育を実施することができて
いる。

【実施内容】
・個に応じた指導・支援をこれまで以上に心がけるなど、人権
に関する教職員の意識も高まっており、性別等にとらわれるこ
となく、児童生徒一人一人を大切にした教育を実施する。

【効果】
教職員の意識が高まり、児童、生徒の名前の呼び方や接し方
等、人権への意識が高まってきている。

【総括】
教職員の意識の高まりに伴い、児童、生徒間においても、名
前の呼び方、友達との接し方において変容がみられている。
しかし、一部まだ課題がみられる。教職員の児童、生徒に対
する声かけや対応等で問題になったり、児童、生徒間でトラ
ブルになることもみられるため、引き続き男女平等教育・人
権教育の推進が求められる。

9 7

固定的な男女別の職業観
にとらわれない、進路選択
ができるよう、本人の適正・
希望を踏まえ、適切な進路
指導を推進します。

・本人の適性や希望を尊重し
た進路指導を実施することが
できた。

管理課

・総合的な学習の時間を活用
し、自己の適性、職業、進学先
について学習した。担任、保
護者、生徒が面談を行うと共
に、校内進路会議を実施し、
本人の適性・希望を踏まえた
進路指導を行った。

・総合的な学習の時間を活用
し、自己の適性、職業、進学先
について学習した。担任、保
護者、生徒が面談を行うと共
に、校内進路会議を実施し、
本人の適性・希望を踏まえた
進路指導を行った。

・総合的な学習の時間を活用
し、自己の適性、職業、進学先
について学習した。担任、保
護者、生徒が面談を行うと共
に、校内進路会議を実施し、
本人の適性・希望を踏まえた
進路指導を行った。

・総合的な学習の時間を活用し、
自己の適性、職業、進学先につ
いて学習した。担任、保護者、生
徒が面談を行うと共に、校内進
路会議を実施し、本人の適性・
希望を踏まえた進路指導を行っ
た。

【実施内容】
・総合的な学習の時間を活用し、自己の適正、職業、進学先に
ついて学習した。担任、保護者、生徒が面談を行うとともに、校
内進路会議を実施し、本人の適正・希望を踏まえた進路指導
を行った。

【効果】
男女の別ではなく、本人の適正や希望をもとに進路を考えるよ
うになった。

【総括】
総合的な学習の時間等を通して、自己の適正や希望をもと
に考え、判断することができるようになってきた。学校内の役
割等においても、そういった考えをもとに取り組む姿が見ら
れるようになってきている。

9 8
全小・中学校への男女混合
名簿の活用など、学校運営
や慣習の改善を図ります。

・全ての学校において男女混
合名簿の使用が浸透した。 管理課

・全ての学校において男女混
合名簿の使用が浸透した。

・全ての学校において男女混
合名簿の使用が浸透した。

・全ての学校において男女混
合名簿の使用が浸透した。

・全ての学校において男女混合
名簿の使用が浸透した。

【実施内容】
・すべての学校において男女混合名簿の使用を推進した。

【効果】
男女混合名簿の使用が浸透し、学校運営における男女共同
参画に関する意識が高まった。

【総括】
男女混合名簿については、児童・生徒・職員においてあたり
まえのものとなってきた。学校運営においても、男女関係なく
様々な役割に取り組むことが多くなった。

②家庭、地域における男女平等教育学習の推進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

10 9
子どもが性別等にとらわれ
ず、個性を伸ばすことがで
きるよう、家庭教育の機会
の提供を図ります。

・家庭教育の機会の提供を
目的に家庭教育学級合同研
修会の開催や家庭教育指導
員の派遣を行った。

生涯学習課

・世界で活躍する女性を講師
に招くことで、男女共同参画の
意識の向上を図ることが出来
た。

・コロナ禍で家庭教育学級の
開催を見合わせた。また、合
同研修会は隔年開催のため、
令和4年度は実施しなかった。

・家庭教育の機会の提供を目
的に、家庭教育学級合同研修
会を開催した。また必要に応
じて家庭教育指導員の派遣を
行った。

・家庭教育の機会の提供を目的
に、各家庭教育学級の自主的な
活動を支援した。合同研修会は
隔年開催のため実施しなかっ
た。

【実施内容】
・家庭教育の機会の提供を目的に家庭教育学級合同研修会
を開催した。
・各学校・幼稚園が行う家庭教育学級に必要に応じて家庭教
育指導員の派遣を行った。

【効果】
家庭教育学級合同研修会では、37名が参加し、講演を聞くだ
けでなく、ロールプレイング等を通して家庭教育についての知
識・意識を高めることができた。

【総括】
家庭教育学級合同研修会を令和3年度、5年度、7年度と隔
年で3度実施した。
令和3年度43名、令和5年度55名、令和7年度37名と多くの
方々に参加いただき、家庭教育についての意識を高めりうこ
とができた。
また、参加者は男女ともに多くの方が参加しており、性別関
係なく皆が家庭教育について学ぶことができた。

10 10 男女共同参画に関する出
前講座を実施します。

・「男女共同参画について」の
出前講座を新設したが、実施
回数は少なかったので、今後
啓発等を行っていきたい。

地域づくり課

・新型コロナウイルスの影響で
出前講座の申込件数自体が
減少しており、学校等での実
施は困難であった。

・新型コロナウイルスの影響で
出前講座の申込件数自体が
減少しており、学校等での実
施は困難であった。

・出前講座の申し込み件数は
昨年度に比べ増加したが、学
校等での申し込み自体はほと
んどなく、実施は困難であっ
た。

・男女共同参画についての講座
は申し込みが無かったため、実
施は困難であった。今後内容に
ついて検討する必要性がある。

【実施内容】
・男女共同参画についての講座は申し込みが無かった。

【効果】
-

【総括】
市で実施している出前講座のメニューに男女共同参画推進
に関する講座を加えたが、申込自体が少ない結果であっ
た。
まずは、男女共同参画に関する啓発をより充実していくこと
で意識を高め、講座にも興味を持ってもらえる環境づくりを
図りたい。

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括
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資料2-1
③生涯学習における男女共同参画の推進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・2年に1回の開催が指標と
なっていたが、令和元年度ま
では、市民団体等の協力を
得て、毎年実施することがで
きた。

地域づくり課

・新型コロナウイルスの影響で
不特定多数の人を集めての講
座・講演会の開催は困難で
あったが、審議会員及び職員
を対象とした講演会を開催す
ることができた。

・新型コロナウイルスの影響で
不特定多数の人を集めての講
座・講演会の開催は困難で
あったが、審議会員及び職員
を対象とした講演会を開催す
ることができた。

・審議会員及び職員を対象と
した講演会を開催することが
できた。

・職員を対象とした講演会を開催
し、幅広い世代の職員に男女共
同参画に関わる最新の情報を提
供することともに、無意識の思い
込みによる偏見に気づくことな
ど、男女共同参画に対する意識
を啓発することができた。

【実施内容】
・職員を対象とした講演会を開催し、主に班長級以上の職員に
向け男女共同参画に関わる最新の情報を提供した。

【効果】
アンコンシャスバイアスや男性の子育て休暇、家事参画など、
男女共同参画に対する意識や知識の啓発につながった。

【総括】
実施後のアンケート結果から、年代によって男女共同参画
に対する認識に温度差があり、若い世代から年配者に対し
て男女共同参画についてより理解を深めてほしいという意見
があがっていた
幅広い世代の理解促進につながるよう、引き続き実施してい
く。

・男女様々な講師を招き市民
向けの講演会を行った。

生涯学習課

・女性アスリートを講師として、
世界と戦う心をテーマで講演
会（動画配信）を行う予定と
なっている。

市民公開講座では男女両方
の講師を招き、親子向けの体
験型の講座を行った。

市民公開講座では男女両方
の講師を招き、講演会＆トー
クショーを行った。

市民公開講座では女性の気象
予報士を招き、小学生とその家
族向けの講座を行った。

【実施内容】
・市民公開講座では、戦後80年の節目の年であったため、戦
争と平和に関連する講演会を実施した。

【効果】
男女問わず、68名の参加があり、平和について考える機会と
なった。

【総括】
市民公開講座においては、一般向けと親子参加型を交互に
開催しており、男女問わず多くの方が関心を持っているテー
マ・講師を選定している。各年度で参加者は男女いずれかに
偏ることなく、多くの方が参加しており、生涯学習の契機とな
る事業が実施できた。

（３）政策、方針決定過程における男女共同参画の促進

①各種審議会等への女性の参画促進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

14 12

女性の意見や視点を市政
により一層反映させるた
め、各種審議会・委員会等
への女性の積極的登用に
努めます。

・平成29年度以降、女性委員
の人数や割合の減少傾向が
続いていたが、昨年度から少
しずつ増加してきている。
・各審議会等の女性委員の
割合を高めていけるよう引続
き担当課に依頼していく。

関係各課

・女性委員の人数はほぼ横ば
いだが、総委員数が減少した
ため、割合としては増加した。
・女性委員の割合が前年に比
べて減少してしまっている審
議会等もあるため、引続き女
性委員の割合を高めていける
よう担当課に依頼していく。

・女性委員の人数はほぼ横ば
い。各委員の増減の結果前年
度と総合的な割合は同数値と
なった。
・女性委員の割合が前年に比
べて減少してしまっている審
議会等もあるため、引続き女
性委員の割合を高めていける
よう担当課に依頼していく。

・女性委員の人数は増加して
いる審議会等が多く、全体的
な割合も増加した。
・女性委員の割合が前年に比
べて減少してしまっている審
議会等もあるため、引続き女
性委員の割合を高めていける
よう担当課に依頼していく。

・女性委員の人数は増加した審
議会もあれば、減少した審議会
もあり、全体的な割合は横ばい
である。
・引続き女性委員の割合を高め
ていけるよう担当課に依頼して
いく。

【実施内容】
・年度当初の庁議において、審議会等における委員の女性割
合について共有するとともに、各審議会等における女性の積
極登用を依頼した。

【効果】
新たに女性委員となる方がいる一方で、あて職委員の異動な
どにより退任される方もおり、割合は微減となった。

審議会等における女性委員の割合について5年間の経過を
見ると、増加傾向にはあるものの目標に達していない。
女性の意見や視点を市政により一層反映できるようにする
ため、委員改選時には女性委員の積極的な登用を促すな
ど、引き続き女性委員割合の増加に努めたい。

②事業所、団体等における方針決定過程への女性の参画促進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・女性のキャリアアップにつ
ながるセミナーやシンポジウ
ムの周知を図った。

商工観光課
・国や県で作成されたリーフ
レットを庁舎内に配架した。

・国や県で作成されたリーフ
レットを庁舎内に配架した。

・国や県で作成されたリーフ
レットを庁舎内に配架した。

・国や県で作成されたリーフレッ
トを庁舎内に配架した。

【実施内容】
・国や県で作成されたリーフレットを庁舎内に配架した。

【効果】
リーフレットを庁舎内に配架することで、継続的な周知啓発を
図ることができた。

【総括】
国や県で作成された女性のキャリアップにつながるセミナー
やシンポジウムに関するリーフレットを庁舎内に配架するこ
とにより、継続的に周知することができた。

・国等が作成した女性活躍推
進に関するチラシや県の男
女共同参画事業者表彰募集
に関するチラシ等を窓口で配
布し、商工会への啓発も併せ
て行った。

地域づくり課

・国・県等で作成されたチラシ
の配布を行うと共に、広報・Ｈ
Ｐでも啓発を行った。

・国・県等で作成されたチラシ
の配布を行うと共に、広報でも
啓発を行った。

・国・県等で作成されたチラシ
の配布を行うと共に、広報でも
啓発を行った。

・国・県等で作成されたチラシの
配布を行うと共に、広報でも啓発
を行った。

【実施内容】
・国・県等で作成されたチラシを窓口等で配布した。
・R6の事業所意識調査結果について広報で啓発を行った。

【効果】
事業所における男女共同参画の促進に寄与したものと考え
る。

【総括】
R6の事業所意識調査結果から、女性従業員の活躍推進に
取り組む事業所が増加し、あまり取り組まない事業所が2割
以上減少した。
引き続き、事業所等における女性の参画拡大について周知
していく。

・女性が安心して働き続ける
ことができるよう、各種リーフ
レットを設置し周知した。

商工観光課
・女性が安心して働き続けるこ
とができるよう、各種リーフ
レットを設置し周知した。

・女性が安心して働き続けるこ
とができるよう、各種リーフ
レットを設置し周知した。

・女性が安心して働き続けるこ
とができるよう、各種パンフ
レットを設置し周知した。

・女性が安心して働き続けること
ができるよう、各種パンフレットを
設置し周知した。

【実施内容】
・女性が安心して働き続けることができるよう、各種パンフレッ
トを設置し周知した。

【効果】
リーフレットの設置を通じて、周知啓発を図ることができた。

【総括】
女性が安心して働き続けることができるよう、男女雇用機会
均等に係る法制度等に関する各種パンフレットを庁舎内に
設置することにより、周知することができた。

・チラシの窓口配布等を行っ
て、啓発に努めた。

地域づくり課
・県が行う男女共同参画事業
所表彰等の周知と併せて啓発
を行った。

・チラシの窓口配布等を行っ
て、啓発に努めた。

・チラシの窓口配布等を行っ
て、啓発に努めた。

・チラシの窓口配布等を行って、
啓発に努めた。また、HPで県男
女共同参画推進事業所の紹介
をすることで、広く事業所に対し
て啓発をすることができた。

【実施内容】
・チラシの窓口配布等を行って、啓発に努めた。

【効果】
広く事業所に対して啓発をすることができた。

【総括】
R6の事業所意識調査結果から、女性従業員の活躍推進に
取り組む事業所が増加し、あまり取り組まない事業所が2割
以上減少した。
引き続き、事業所等における女性の参画拡大について周知
していく。

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

14 13

広報紙、ホームページ等を
利用し、事業所・団体にお
ける女性の参画拡大につ
いての周知・啓発を図りま
す。

14 14

「男女雇用機会均等月間」
に合わせ、商工会等の関係
機関を通して、男女雇用機
会均等にかかる法制度の
周知を図るとともに事業所・
団体が進めるポジティブ・ア
クション（積極的改善措置）
について、啓発を図ります。

10 11

男女共同参画や性の多様
性、ワーク・ライフ・バランス
等をテーマにした講座・講
演会を開催し、意識の啓発
を図ります。

計画中
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資料2-1
③市役所における管理職等への女性の登用促進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

14 15

職員の意欲、能力等を考慮
し、適材適所を基本に、男
女の区別なく職域拡大を図
るとともに女性の登用を進
めます。

・女性職員の管理職への登
用については、全ての目標
値を達成することはできな
かった。
・今後も各役職段階における
人材育成に努める。

総務課

・女性職員の管理職等への登
用については、全ての目標値
について、達成することはでき
なかった。
・今後も各役職段階における
人材育成に努める。

・管理職への登用については
男女の区別なく行っている。
・今後も男女の区分なく各役
職段階における人材育成を行
い、女性職員の登用が進むよ
う務める。

・管理職への登用については
男女の区別なく行っている。
・今後も男女の区分なく各役
職段階における人材育成を行
い、女性職員の登用が進むよ
う務める。

・管理職への登用については男
女の区別なく行っている。
・今後も男女の区分なく各役職
段階における人材育成を行い、
女性職員の登用が進むよう務め
る。

【実施内容】
・管理職への登用については男女の区別なく行った。

【効果】
女性職員の管理職24名

【総括】
・管理職への登用については、計画期間中、概ね男女の区
別なく行うことができた。
・今後も男女の区分なく各役職段階における人材育成を行
い、女性職員の登用が進むよう務める。

14 16

女性職員の積極的な育成
と能力の活用を図るため、
職員研修の充実と能力開
発のための研修への参加
機会の確保・拡大を図りま
す。

・女性職員の研修参加機会
の拡充を図り、庁内研修や研
修機関主催研修への積極的
な参加を促進し、能力開発に
努めた。

総務課

・女性職員の研修参加機会の
拡充を図り、研修機関主催研
修への積極的な参加を促進
し、能力開発に努めた。

・能力開発のための研修や管
理職向けの研修等に積極的
に女性職員の参加を促し、能
力開発に務めた。

・女性職員の研修参加機会の
拡充を図り、庁内研修や研修
機関主催研修への積極的な
参加を促進し、能力開発に努
めた。

・女性職員の研修参加機会の拡
充を図り、庁内研修や研修機関
主催研修への積極的な参加を
促進し、能力開発に努めた。

【実施内容】
・動画視聴型研修の導入等、女性職員はもとより職員全体の
研修参加機会の拡充を図り、庁内研修や研修機関主催研修
への積極的な参加を促進し、能力開発に努めた。

【効果】
職員全体の研修参加機会を拡充できた。

【総括】
動画視聴型研修の導入により、女性職員はもとより職員全
体の研修参加機会の拡充ができたと考える。

基本目標Ⅱ　家庭からはじまる男女共同参画への意識づくり

（１）男女がともに支え合う家事・育児・介護等の支援

①子育て、介護における男女共同参画の推進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

16 17
マタニティ教室へ男女での
参加を促すなど、出生前か
ら男女が協力して育児がで
きるよう支援します。

・年々男性の参加が増加して
いる。

健康増進課
・マタニティ教室に参加した妊
婦の数56名のうち、夫（パート
ナー）の参加は40名。

・マタニティ教室に参加した妊
婦の54名のうち、夫（パート
ナー）の参加は42名。

・マタニティ教室に参加した妊
婦の23名のうち、夫（パート
ナー）の参加は20名。

・マタニティ教室に参加した妊婦
の51名のうち、夫（パートナー）
の参加は30名。

【実施内容】
・マタニティ教室に参加した妊婦36名のうち、夫（パートナー）の
参加は31名だった。夫（パートナー）に対しては、家事育児を一
緒に行うという意識を高めてもらうよう、家事の分担について
の内容に触れている。

【効果】
男性の育児休業制度の充実もあり、家事育児へ積極的な夫
（パートナー）が増えていると感じる。

【総括】
休暇取得がしやすくなったこと等から男性参加者は横ばい
から微増傾向である。妊婦（妻）が夫にマタニティ体験（マタ
ニティジャケットの装着）をさせたい、沐浴は夫に任せたい等
の理由で妊婦が夫を連れてくる傾向が強い。一方で、未入
籍で妊娠届出をする方の割合も多くなっており、パートナー
と参加できない方への配慮も必要である。

16 18
介護等についての基礎知
識と介護制度について理解
を深めるため、出前講座を
開催します。

・介護の基礎知識や介護制
度について理解を深めてもら
い、介護に積極的に参加して
もらえるよう今後も開催して
いく。

高齢者支援課
・出前講座の開催要望がなく、
実施できなかった。

・介護の基礎知識や介護制度
について理解を深めてもらうた
め、出前講座を開催した。
（3回開催）

高齢者支援班：1回
地域包括支援センター：3回
実施

・介護の基礎知識や介護制度に
ついて理解を深めてもらうため、
出前講座を開催した。
介護保険班：2回
地域包括支援センター：2回

【実施内容】
・介護の基礎知識や介護制度について理解を深めてもらうた
め、出前講座を開催した。
介護保険班：2回開催

【効果】
男女ともに介護の基礎知識や介護制度について理解を深めて
いただいた。

【総括】
コロナ禍明け以降は、介護保険制度に関する出前講座の受
講希望が年に複数回あり、介護の基礎知識や介護制度につ
いて理解を深めていただくことができた。今後も男女ともに
介護に積極的に参加してもらえるよう、出前講座を継続して
いく。

16 19
市男性職員が家事・子育
て・介護等に参加しやすい
よう、休暇制度の周知・活
用を図ります。

・男性の育児休業取得者は5
年間で3名であった。
・今後も育児休業等に対する
職員の意識改革を進め、育
児に参加しやすい環境整備
に努める。

総務課

・男性の育児休業取得者は0
名であった。職員自身にキャリ
アへの影響や同僚に迷惑が
かかるといった意識があると
考えられ、収入も減となること
が取得率低下の原因にあげら
れる。
・今後も育児休業等に対する
職員の意識改革を進め、育児
に参加しやすい環境整備に努
める。

・育児に関する休暇・休業制
度をまとめたパンフレットを作
成し、周知を行った。
・今後も育児休業等に対する
職員の意識改革を進め、育児
に参加しやすい環境整備に努
める。

・対象職員から育児に関する
休暇について相談があった際
に、特別休暇（子育て休暇）制
度や育児休業等について説明
を行い、必要手続きをまとめた
パンフレットを配布し た。
・今後も育児休業等に対する
職員の意識改革を進め、育児
に参加しやすい環境整備に努
める。

・対象職員から育児に関する休
暇について相談があった際に、
特別休暇（子育て休暇）制度や
育児休業等について説明を行
い、必要手続きをまとめた パン
フレットを配布し た。
・今後も育児休業等に対する職
員の意識改革を進め、育児に参
加しやすい環境整備に努める。

【実施内容】
・対象職員から育児に関する休暇について相談があった際
に、特別休暇（子育て休暇）制度や育児休業等について説明
を行い、必要手続きをまとめた パンフレットを配布した。

【効果】
男性職員の育児休業取得率は上がってきている。

【総括】
・必要手続きをまとめた パンフレットの展開、制度改正によ
り、必要な休暇制度、育児休業等を取得する職員が増えて
きている。

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

前期計画での状況 担当課
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資料2-1
②男性の生活技術習得の推進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・参加者に好評であり、アン
ケートでも自分自身の食生
活に役立てたいという意見が
多い。

健康増進課

・食生活改善協議会主催で2
月に計画をしていたが、新型
コロナウィルス感染症の影響
で施設の利用が出来なかった
ため中止した。

・食生活改善協議会主催で12
月に7名の男性を対象に実施
した。簡単に作れる料理を3品
調理実習した。毎年、集客に
苦労するため、他の事業への
参加を勧めていくことを検討し
たい。

・食生活改善会主催で男性の
みを対象とした事業は実施し
なかったが、簡単バランスクッ
キング、糖尿病予防講座に、4
名の男性の参加があった。

・男性のみを対象とした事業は
実施しなかったが、離乳食講習
会で父親の参加が8名あった。う
ち5名は調理体験、3名は見学で
参加した。

【実施内容】
・離乳食講習会では父親の参加が10名あった。その他料理教
室は男女関係なく申込を受け付けているが、男性の希望者は
いなかった。

【効果】
離乳食づくりを母親だけでなく、父親も学ぶことで、母親の負担
感が減少することが考えられる。

【総括】
男性は料理が苦手な人が多い等の理由から開始した教室
であったが、参加人数の減少などから男性に特化した教室
は実施しなくなった。性別を問わず参加できる講座は継続し
ている。離乳食講習会については、夫婦で子育てをしている
人が増えてきていることから、父親が参加していると思わ
れ、必要性を感じている。

・公民館の同好会が、男性料
理の講座を開催し、第3（金）
に講師の指導により、レシピ
を参考にして、毎回3～4品目
の調理実習、試食、そして意
見交換をした。

生涯学習課

・公民館の同好会が、男性料
理の講座を開催し、第3（金）に
講師の指導により、レシピを参
考にして、毎回3～4品目の調
理実習、意見交換を行った。

・公民館の同好会が、男性料
理の講座を開催し、第3（金）に
講師の指導により、レシピを参
考にして、毎回3～4品目の調
理実習、意見交換を行った。

・男性料理の同好会が解散し
てしまったが、公民館の料理
教室に男性が4名おり、講師
の指導によりレシピを参考に
調理実習を行っている。

・公民館の料理教室に男性が5
名おり、講師の指導によりレシピ
を参考に調理実習を行ってい
る。

【実施内容】
・公民館主催の料理教室に男性が4名おり、講師の指導により
レシピを参考に調理実習を行っている。

【効果】
参加男性の紹介により新たに参加する男性もおり、楽しみな
がら生活技術の習得に繋がっている。

【総括】
男性料理同好会は解散したが公民館主催料理教室での受
け入れが出来、調理技術の習得のほか、調理後の試食にお
いて、会員同士が料理に関する話題で盛り上がるなど交流
が図れた。
楽しみながら男性が生活技術を習得できるよう、引き続き教
室等を開催していく。

【新規】 健康増進課

・食生活改善協議会主催の講
座で、啓発を行う予定だった
が、新型コロナウィルス感染
症の影響で開催できなかっ
た。

・食生活改善協議会主催の講
座では、子育て世代の男性の
参加はなかった。地域づくり課
が主導で実施している。

・マタニティ教室3課（男性参加
の多い沐浴指導の回）の参加
者へ、おとう飯啓発資料、レシ
ピを配布した。

・マタニティ教室2課（男性参加の
多い沐浴指導の回）の参加者
へ、おとう飯啓発資料、レシピを
配布した。

【実施内容】
・マタニティ教室2課（男性参加の多い沐浴指導の回）の参加者
へ、おとう飯啓発資料、レシピを配布した。

【効果】
子育て中の父親が作れるレシピの周知ができたと思われる。

【総括】
子育てをする父親におとう飯啓発資料を配布し、周知するこ
とができたが、人数は少ないので、周知する対象者を検討す
る必要があると考えられる。

【新規】 地域づくり課

・おとう飯朝食レシピ募集を
行った。
・おとう飯について市広報で啓
発を行った。

・学校給食レシピで作るおとう
飯キャンペーンを実施し、作品
を募集した。。
・おとう飯について市広報で啓
発を行った。

・おとう飯について市広報で啓
発を行った。

・市広報紙にて、「家事シェア」の
紹介記事の中で、簡単においし
く作れる「おとう飯」の紹介をし
た。

【実施内容】
・市広報紙にて、「家事シェア」の紹介記事の中で、「おとう飯」
についても啓発を行った。

【効果】
男性の家事参画促進に寄与しているものと考える。

【総括】
R6に実施した市民意識調査結果から、料理など家事全般を
家族で分担する家庭が増えてきていることが確認できた。
今後は、男性も含めた家事分担の機運を醸成するため、引
き続き周知・啓発に努めたい。

基本目標Ⅲ　男女がともに個性と能力を発揮できる職場・労働環境づくり
(１）男女がともに能力を生かせる職場づくりの促進
①職場における男女の均等な機会・待遇の確保と女性の就業継続支援

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

21 22
職場において男女の均等な
雇用機会と待遇を確保する
ため、男女雇用機会均等法
や制度の周知を図ります。

・男女の均等な雇用機会と待
遇確保についてチラシを設置
し周知を行った。

商工観光課
・男女の均等な雇用機会と待
遇確保についてチラシを設置
し周知を行った。

・男女の均等な雇用機会と待
遇確保についてチラシを設置
し周知を行った。

・男女の均等な雇用機会と待
遇確保についてチラシを設置
し周知を行った。

・男女の均等な雇用機会と待遇
確保についてチラシを設置し周
知を行った。

【実施内容】
・男女の均等な雇用機会と待遇確保についてチラシを設置し
周知を行った。

【効果】
チラシの設置を通じて、男女の均等な雇用機会と待遇確保に
ついて周知啓発を図ることができた。

【総括】
男女の均等な雇用機会と待遇確保等に関するチラシを設置
することにより周知した。

21 23

職場における男女の均等な
機会・待遇の確保や女性の
就業継続支援に関する研
修やセミナーの情報を事業
所に提供するとともに、参
加の促進を図ります。

・男女の均等な雇用機会と待
遇確保についてチラシを設置
し周知を行った。

商工観光課
・男女の均等な雇用機会と待
遇確保についてチラシを設置
し周知を行った。

・男女の均等な雇用機会と待
遇確保についてチラシを設置
し周知を行った。

・男女の均等な雇用機会と待
遇確保についてチラシを設置
し周知を行った。

・男女の均等な雇用機会と待遇
確保についてチラシを設置し周
知を行った。

【実施内容】
・男女の均等な雇用機会と待遇確保についてチラシを設置し
周知を行った。

【効果】
チラシの設置を通じて、男女の均等な雇用機会と待遇確保に
ついて周知啓発を図ることができた。

【総括】
男女の均等な雇用機会と待遇確保に関するチラシを設置す
ることにより周知した。

21 24

職場において、女性が働き
やすい環境を確保するた
め、セクシャル・ハラスメン
ト、マタニティ・ハラスメント
等の防止に関する啓発を図
ります。

・ハラスメント防止のため事
業主が講ずべき措置につい
て、周知を図った。

商工観光課

・国や県で作成されたパンフ
レットやリーフレットを庁舎内
に配架し、周知を行った。持ち
帰られた方は男女の平等に関
して興味をもたれた様子だっ
た。

・国や県で作成されたパンフ
レットやリーフレットを庁舎内
に配架し、周知を行った。

・国や県で作成されたパンフ
レットやリーフレットを庁舎内
に配架し、周知を行った。

・国や県で作成されたパンフレッ
トやリーフレットを庁舎内に配架
し、周知を行った。

【実施内容】
・国や県で作成されたパンフレットやリーフレットを庁舎内に配
架し、周知を行った。

【効果】
パンフレットやリーフレットを庁舎内に配架することで、継続的
な周知啓発を図ることができた。

【総括】
ハラスメント防止のため事業主が講ずべき措置に関する国
や県で作成されたパンフレットやリーフレットを庁舎内に配架
することにより周知した。

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

前期計画での状況 担当課

16 20
男性のための料理教室な
ど、楽しみながら生活技術
を習得できるよう、講座や
教室の充実を図ります。

16 21
子育て世代の男性の料理
への参画促進のため、“お
とう飯”の啓発や講座、教
室を行います。
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資料2-1
②農業、商工業等自営業における男女共同参画の促進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

21 25
家族経営協定の締結を促
進します。

・就農相談等を通じて、5年間
で4件の家族経営協定を締
結。令和2年度の協議案件も
含め、今後も制度の周知を
行う。

農業振興課
・令和3年度では、1件の更新。
今後も、制度の周知を行う。

・令和4年度は、2件の協定を
締結。今後も、制度の周知を
行う。

・令和5年度は、1件の協定を
締結。今後も、制度の周知を
行う。

・令和6年度は、2件の協定を締
結。今後も制度の周知を行う。な
お、昨年度の本調査後（令和6年
3月）に1件の協定を締結。

【実施内容】
・農業経営の改善計画の相談を受けて、令和7年度は1件の協
定を締結。

【効果】
家族経営協定の締結により経営の目標や役割分担が明確に
なり、経営の効率化につながる。また、後継者や配偶者も家族
経営協定に基づき、認定農業者等になることができ、各種融
資・支援制度の対象となることから、新たなに担い手の確保に
もつながる。

【総括】
家族経営協定の構成は、夫婦、親子、家族全員と多様であ
るが、農業経営の改善や円滑な経営継承を目的として、具
体的な取り決めをするため、家族経営協定を締結している。
今後も農業経営の改善のため、家族経営協定制度の周知
を行っていく。

21 26
女性の認定農業者の増加
を目指します。

・家族経営協定の締結による
ものも含め、女性の新規の就
農者、認定農業者は10人で
あった。今後も新規就農者等
の増加のため、継続して制度
の周知を行っていく。

農業振興課

・令和3年度中の女性の新規
の認定農業者が1名であった。
家族経営協定の締結によるも
のも含め、女性の認定農業者
は18名となった。今後も制度
の周知を行っていく。

・令和4年度中の女性の新規
の認定農業者は1名であった。
家族経営協定の締結によるも
のも含め女性の認定農業者
は19名となった。今後も制度
の周知を行っていく。

・令和5年度中の女性の新規
の認定農業者は1名。家族経
営協定の締結による女性の認
定農業者のうち4名は役割の
見直しにより主たる従事者で
なくなったため、17名となっ
た。今後も制度の周知を行っ
ていく。

・令和6年度中の女性農業者で
新規の認定農業者は0名。今後
も制度の周知を行っていく。な
お、昨年度の本調査後（令和6年
3月）に1名の女性農業者が認定
農業者となっている。

【実施内容】
・令和7年度中の女性農業者で新規の認定農業者は0名。な
お、昨年度は、本調査後に3名の女性農業者が認定農業者と
なっている。

【効果】
家族経営協定の締結によるものも含めて、女性の認定農業者
は21名となった。消費者としての女性ならではの視点やきめ細
やかな配慮など、農業経営の発展につながる。

【総括】
認定農業者全体から見ると、女性の認定農業者の人数は少
ないものの、家族経営協定や新規就農から認定農業者にな
るケースも増えている。
農業経営について、女性ならではの視点や考えは重要であ
り、経営の発展にもつながると考えられることから、今後も認
定農業者制度の周知を行っていく。

③女性の起業や再就職の支援

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・女性のキャリアアップにつ
ながる講座やセミナーの周知
を行った。

商工観光課
・女性のキャリアアップにつな
がる講座やセミナーの周知を
行った。

・女性のキャリアアップにつな
がるセミナーの周知を行った。

・女性のキャリアアップにつな
がるセミナーの周知を行った。

・女性のキャリアアップにつなが
るセミナーの周知を行った。

【実施内容】
・女性のキャリアアップにつながるセミナーの周知を行った。

【効果】
女性のキャリアアップにつながるセミナーの周知を図ることが
できた。

【総括】
女性のキャリアアップにつながる講座やセミナーに関する国
や県で作成されたパンフレットやリーフレットを庁舎内に配架
することにより周知した。

・男女共同参画センター等の
講座・催しについてチラシを
窓口で配布するとともに市広
報にて周知した。
・男女共同参画センターが発
行する広報誌を窓口で配布
した。

地域づくり課

・男女共同参画センター主催
の講座・催し等や男女共同参
画センター発行の広報誌につ
いてＨＰに掲載すると共にチラ
シを窓口で配布した。
・求職者支援制度についても
ＨＰで情報提供を行った。

・男女共同参画センター主催
の講座・催し等や男女共同参
画センター発行の広報誌につ
いてチラシを窓口で配布した。

・男女共同参画センター主催
の講座・催し等や男女共同参
画センター発行の広報誌につ
いてチラシを窓口で配布した。

・男女共同参画センター主催の
講座・催し等や男女共同参画セ
ンター発行の広報誌についてチ
ラシを窓口で配布した。

【実施内容】
・男女共同参画センター主催の講座・催し等のチラシや男女共
同参画センター発行の広報誌について窓口で配布した。

【効果】
講座等への参加促進に寄与したものと考える。

【総括】
女性の職業能力開発講座等への参加促進のため、引き続
き周知啓発を図りたい。

21 28
ジョブサポートセンター等と
連携し、就職支援の情報を
提供します。

・再就職支援セミナー参加者
が増加傾向となった。

商工観光課
・参加者11名のうち女性は6人
で、半数以上が女性であっ
た。

・参加者12人のうち女性は8人
で、半数以上が女性であっ
た。

・参加者17人のうち女性は5名
であった。

参加者13名のうち女性は4名で
あった。

【実施内容】
・参加者6名のうち女性は2名であった。

【効果】
就職を希望する市民に対して再就職に向けた支援の機会の
情報提供をすることができた。

【総括】
再就職支援セミナーの参加者数には年度ごとに増減が見ら
れるものの、ジョブサポートセンターと連携することにより、
再就職を希望する市民のニーズに応じた情報を提供するこ
とができた。

（２）仕事と家事・育児・介護等の両立の推進

①ワーク・ライフ・バランスの意識定着と環境整備

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

27 29

事業所へのワーク・ライフ・
バランス意識の普及、啓発
に努め、育児・介護休業取
得や短時間勤務制度等、
多様な働き方が可能となる
制度の導入促進を図りま
す。

・企業の多様な働き方制度の
推進に努めた。

商工観光課
・国や県で作成されたパンフ
レットやリーフレットを庁舎内
に配架し周知を行った。

・国や県で作成されたポスター
を庁舎内に掲出し周知を行っ
た。

・国や県で作成されたポスター
を庁舎内に掲出し周知を行っ
た。

・国や県で作成されたポスターを
庁舎内に掲出し周知を行った。

【実施内容】
・国や県で作成されたポスターを庁舎内に掲出し周知を行っ
た。

【効果】
ワーク・ライフ・バランス意識の普及、啓発を行うことができた。

【総括】
・ワーク・ライフ・バランス意識の普及、啓発、多様な働き方
が可能となる制度の導入促進に関する国や県で作成された
ポスターを庁舎内に掲出することにより、周知を行うことがで
きた。

27 30

市職員一人ひとりがワー
ク・ライフ・バランス意識を
持って職務に当たることが
できるよう、積極的な働きか
けや情報提供を行います。

・毎週水曜日の「ノー残業
デー」は、定着してきており、
時間外勤務縮減の意識向上
を図ることができた。
・ストレスチェックで高ストレス
者と判断された職員に対して
は、面談勧奨を行い、希望者
には産業医との面談を実施
した。

総務課

・ストレスチェックの結果高スト
レス者と判定された職員に面
接の勧奨、並びに長時間労働
を行った職員に対し面接指導
を行い、産業医との面接を実
施した。

・育児に関する休暇・休業制
度をまとめたパンフレットを作
成し、周知を行った。
・ストレスチェックのよる高スト
レス判定者への面接勧奨や、
不安や悩みを抱えている職員
が利用できる相談窓口の周知
を行った。

・ストレスチェックの結果高スト
レス者と判定された職員に面
接の勧奨、並びに長時間労働
を行った職員に対し面接指導
を行い、産業医との面接を実
施した。
・不安や悩みを抱えている職
員が利用できる相談窓口の周
知を行った。

・ストレスチェックの結果高ストレ
ス者と判定された職員に面接の
勧奨、並びに長時間労働を行っ
た職員に対し面接指導を行い、
産業医との面接を実施した。
・不安や悩みを抱えている職員
が利用できる相談窓口の周知を
行った。

【実施内容】
・ストレスチェックの結果高ストレス者と判定された職員に面接
の勧奨、並びに長時間労働を行った職員に対し面接指導を行
い、産業医との面接を実施した。
・不安や悩みを抱えている職員が利用できる相談窓口の周知
を行った。

【効果】
職員一人ひとりのワーク・ライフ・バランス意識の向上に寄与
できたと考える。

【総括】
　・ストレスチェックの結果高ストレス者と判定された職員、長
時間労働を行った職員に対し面接の勧奨、面接指導を行
い、産業医との面接を実施に加え、相談窓口の周知等、積
極的な働きかけや情報提供ができたと考える。

21 27
県男女共同参画センター等
で開催する女性の職業能
力開発講座等を周知し、参
加を促進します。

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

前期計画での状況 担当課

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

結果

結果

結果

6 / 22 ページ



資料2-1
②子育て支援

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

28 31

子育てにかかる様々なサー
ビスや助成制度など、子育
て支援に関するわかりやす
い情報提供と周知のため、
子育てサポートブックの発
行を行います。

【新規】 子育て支援課

・令和3年度版を令和3年4月
に発行した。
令和4年度版は令和4年4月に
発行予定。

令和4年度版を令和4年4月に
発行した。

・令和5年度版(電子)を令和5
年4月に発行した。
・令和6年度版(冊子・令和6年
度～令和７年度分)を作成し
た。

・令和6年度版(冊子)を令和6年4
月に発行した。
・令和7年度版(電子)発行に向け
て内容の見直しを行った。

【実施内容】
・令和7年度版(電子)を令和7年4月に発行した。
・令和8年度版(冊子・令和8年度～令和9年度分)を作成した。

【効果】
最新の子育て支援に関するサービス情報提供と周知を行うこ
とができた。

【総括】
・母子手帳交付の際や転入時の冊子配布や子育て関連施
設へ冊子を設置することで子育て関連のサービス情報を市
民に周知することができた。
・サービスの情報を毎年度更新して掲載することで、市民に
最新情報を周知することができた。

・保護者の就労形態に応じた
延長保育を実施することが
出来た。

子育て支援課

・公立保育所における延長保
育は、月平均で、在園児の3割
超にあたる67名の利用があっ
た。子育て支援館で実施する
一時保育については、月平均
66件の利用があった。保護者
の就労状況に応じた保育を提
供出来ていると考える。

・公立保育所における延長保
育は、月平均で、在園児の3割
超にあたる59名の利用があっ
た。子育て支援館で実施する
一時保育については、月平均
63件の利用があった。保護者
の就労状況に応じた保育を提
供できていると考える。

・公立保育所における延長保
育は、月平均で、在園児の3割
超にあたる66名の利用があっ
た。子育て支援館で実施する
一時保育については、月平90
件の利用があった。保護者の
就労状況に応じた保育を提供
できていると考える。

・公立保育所における延長保育
は、月平均で、在園児の3割超に
あたる65名の利用があった。子
育て支援館で実施する一時保育
については、月平均71件の利用
があった。保護者の就労状況に
応じた保育を提供できていると
考える。
・また、私立保育所1か所で実施
していた病後児保育のほか、新
たに私立保育所1か所で病児保
育事業を開始した。

【実施内容】
 ・令和7年度においても一時預かり、延長保育、病児保育など
多様な保育事業を実施し、私立保育園については実施のため
の補助を行った。

【効果】
 ・公立保育所等における延長保育は、在園児の3割程度にあ
たる月平均57名の利用があった。
 ・子育て支援館で実施する一時保育については、月平均53件
の利用があった。保護者の就労状況に応じた保育を提供でき
ていると考える。

【総括】
・保護者の就労形態に応じた延長保育を実施することが出
来た。
・令和6年度においては、私立保育所1か所で実施していた
病後児保育のほか、新たに私立保育所1か所が病児保育事
業を開始した。

・利用者の利便性の向上に
繋がった。

管理課

・学年始めの半日保育を4日
減らし保育時間を長くした。今
後も利用者の利便性の向上に
繋がるようしていく。

・さらに半日保育を14日間減らし保育
時間を長くした。今後利用者の利便
性と幼児の学びの保障をしたいと考
える。

・半日の保育時間を30分延長
した。今後利用者の利便性と
幼児の学びの保障をしたいと
考える。

・個人面談日を半日保育とせ
ず、面談月間とし称して1日1組
の面談に変更するなどし、利便
性と学びの保障を充実させた。

【実施内容】
・昨年同様に保育後に1，2家庭の面談ができるよう設定し利用
者の利便を図った。

【効果】
迎え後に面談ができるという利点があった。

【総括】
半日保育の減少、保育時間の延長により時間的な子育て支
援にはつながったと思われる。

・家庭相談員が子育てに関
する悩みや相談などを受け、
相談者に対し助言や支援の
提供を行った。

子育て支援課

・家庭相談員が子育てに関す
る悩みや相談などを受け、相
談者に対し助言や支援の提供
を行った。

・こども家庭支援員が子育て
に関する悩みや相談などを受
け、相談者に対し助言や支援
の提供を行った。

・こども家庭支援員が子育て
に関する悩みや相談などを受
け、相談者に対し助言や支援
の提供を行った。

・こども家庭支援員が子育てに
関する悩みや相談などを受け、
相談者に対し助言や支援の提
供を行った。

【実施内容】
・こども家庭支援員が子育てに関する悩みや相談などを受け、
相談者に対し助言や支援の提供を行った。

【効果】
子育て関する悩みや不安を抱える保護者に対し、適切な助言
や支援を行うことで、課題の早期解消につながった。

【総括】
子育てに関する悩みや不安を抱える保護者からの相談に継
続的に対応し、助言や支援を行うことで、課題の早期解消・
解消につなげてきた。この結果、保護者の不安軽減が図れ
るとともに、子どもを取り巻く養育環境の安定に一定の成果
を上げることができた。

・きめ細かく相談の内容に対
応している。

健康増進課

・コロナ禍で相談方法も様々
だったが、乳児相談やマタニ
ティ教室等はコロナ禍だから
参加したいという方も多かっ
た。

・乳児相談や各教室・子どもの
事業で相談を受け付けてい
る。相談内容に応じて、子育て
に関する情報の提供や、関係
施設に繋いでいる。

・乳児相談や各教室・子どもの
事業で相談を受け付けてい
る。相談内容に応じて、子育て
に関する情報の提供や、関係
施設に繋いでいる。

・乳児相談や各教室・子どもの事
業で相談を受け付けている。相
談内容に応じて、子育てに関す
る情報の提供や、関係施設に繋
いでいる。

【実施内容】
・乳児相談や各教室・子どもの事業で相談を受け付けている。
相談内容に応じて、子育てに関する情報の提供や、関係施設
に繋いでいる。今年度は子育て支援アプリを導入し、子育て情
報の発信を実施した。

【効果】
相談窓口については、妊娠届出時や赤ちゃん訪問、乳幼児健
診等で周知し、いつでも相談できるということを繰り返し伝えて
いるため、必要な方は電話や来所で相談できていると考える。

【総括】
乳児相談等の利用者が減少している訳ではないが、来所相
談が苦手と感じている方が増えている。子育てで気になるこ
とがある場合、スマホで対処法を調べる方が多いため、令和
7年度に導入した子育て支援アプリの活用を推進したい。

・定員に余裕ある学童保育室
については、高学年の児童
の受け入れを行い、令和2年
度までには全ての小学校に
おいて4年生まで利用可能と
なった。

子育て支援課

・定員に余裕ある学童保育室
については、高学年の児童の
受け入れを行い、令和3年度
は全ての小学校において4年
生まで利用可能となった。

・1～3年生を主として受入れ、
定員に余裕ある学童保育室に
ついては、高学年の児童の受
け入れを行った。

・1～3年生を主として受入れ、
定員に余裕ある学童保育室に
ついては、高学年の児童の受
け入れを行った。

・1～3年生を主として受入れ、定
員に余裕ある学童保育室につい
ては、高学年の児童の受け入れ
を行った。

【実施内容】
・市内7校の児童を対象に公設7施設、民間1施設で保護者の
方が就労等により昼間家庭にいない児童に遊び場や生活の
場を提供する。

【効果】
令和7年5月の登録児童数は、513人で、1年生から3年生を主
として受け入れ、定員に余裕ある学童保育室については、高
学年の児童の受け入れを行った。

【総括】
 ・1～3年生を主として受け入れ、定員に余裕ある学童保育
室については、高学年の児童の受け入れを行った。
 ・保護者の方が就労等により昼間家庭にいない児童に遊び
場や生活の場を提供することができた。
 ・高学年を含む全ての児童が学童保育室を利用できるよう
進めていく。

・平成29年度に放課後子ども
教室実施校に大網小学校が
加わり、市内全7小学校で実
施出来るようになった。

生涯学習課

・感染症拡大の影響により、一
部休室する時期もあったが、
市内7小学校区でそれぞれ年
間40回以上の放課後子ども教
室を実施することができた。

市内7小学校区で週2回（年間
60回程度）の放課後子ども教
室を実施し、学習だけでなく、
文化交流活動を行いながら、
活動子ども達の居場所を確保
することができた。

市内7小学校で年間60回程度
放課後子ども教室を実施し、
学習のほかに、特別プログラ
ムを開催し、児童に様々な体
験をさせることができた。

市内7小学校で週2回の放課後
子ども教室を実施し、学習のほ
かに特別プログラム等を開催し、
児童に様々な体験をさせること
ができた。

【実施内容】
・市内7小学校で空き教室を利用し、週2回、学習のほかに特
別プログラム等を開催し、児童に様々な体験を行った。

【効果】
放課後子ども教室を実施することで児童に様々な体験をさせ
ることができ、異世代交流の場となった。

【総括】
市内7小学校の空き教室を利用し、週2回の学習のほかに特
別プログラム等を開催し、様々な体験を行い、多くの児童の
放課後の居場所を確保することができた。

28 35
子育て世帯に対する助成
や各種手当などの経済的
支援を行います。

・児童手当、子ども医療費助
成、出産祝金を支給し、経済
的支援を行った。

子育て支援課
・児童手当、子ども医療費助
成、出産祝金を支給し、経済
的支援を行った。

・児童手当、子ども医療費助
成、出産祝金を支給し、経済
的支援を行った。

・児童手当の支給、子ども医
療費助成を実施し、経済的支
援を行った。

・児童手当の支給、子ども医療
費助成を実施し、経済的支援を
行った。

【実施内容】
・児童手当の支給、子ども医療費助成を実施し、経済的支援を
行った。

【効果】
子育て世帯への経済的支援により、経済的な負担軽減、生活
安定の一助となった。

【総括】
・児童手当の支給、子ども医療費助成を実施し、経済的支援
を行った。
経済的な負担軽減、生活安定のため、引き続き実施したい。

計画期間（R3～R7）
の総括

28 34

放課後に適切な遊びや活
動拠点を与えられるよう、
学童保育、放課後子ども教
室等の居場所づくりをしま
す。

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

28 32

保護者が安心して働くこと
ができるよう、一時預かり、
延長保育、病後児保育な
ど、多様な保育制度の充実
を図ります。

28 33
育児や保育制度について
気軽に相談できる窓口を整
え、子育てに関する情報な
どを提供します。

結果
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資料2-1
③高齢者、障がい者への介護支援

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・介護の知識を取得すること
で、男性の介護への参加促
進に努めた。

高齢者支援課
・配偶者や子ども等からの相
談に応じ、必要となる助言や
制度説明に努めた。

・配偶者や子ども等からの相
談に応じ、必要となる助言や
制度説明に努めた。

・配偶者や子ども等からの相
談に応じ、必要となる助言や
制度説明に努めた。

・配偶者や子ども等からの相談
に応じ、必要となる助言や制度
説明に努めた。

【実施内容】
・配偶者や子ども等からの相談に応じ、必要となる助言や制度
説明に努めた。

【効果】
主たる介護者である夫、妻、きょうだい、子ども等からの相談
に対し、その時々に応じた説明を行うことで、対象者への介護
に向き合っていただけた。

【総括】
対象者とご家族が持っている力を発揮していただけるよう、
介護に関する知識や理解力を確認しながら、個々の相談に
あった助言を行い、家族が行動できるよう支援することがで
きた。引き続き継続していく。

・障害福祉担当職員による相
談対応のほか、複雑化・複合
化する事案については、事業
所・相談機関等の関係機関
と個別支援会議の開催等に
よる連携を図り、必要とされ
る支援を提供した。

社会福祉課

・障がい福祉担当職員による
相談対応のほか、複雑化・複
合化する事案については、事
業所・相談機関等の関係機関
と個別支援会議の開催等によ
る連携を図り、必要とされる支
援を提供した。

・障がい福祉担当職員による
相談対応のほか、複雑化・複
合化する事案については、山
武郡市障がい者基幹相談支
援センターや関係課等と連携
を図り、必要とされる支援を提
供した。

・障がい福祉担当職員による
相談対応のほか、複雑化・複
合化する事案については、山
武郡市障がい者基幹相談支
援センターや関係課等と連携
を図り、必要とされる支援を提
供した。

・障がい福祉担当職員による相
談対応のほか、複雑化・複合化
する事案については、山武郡市
障がい者基幹相談支援センター
や関係課等と連携を図り、必要
とされる支援を提供した。

【実施内容】
山武郡市障がい者基幹相談支援センター等と連携を図り、必
要とされる支援を提供した。

【効果】
障害者虐待防止における対応により男女共同参画の推進に
資することができた。

【総括】
障害者虐待に関する通報等は年間数件あり、障がい者基幹
相談支援センターや関係課等と連携を図ることで、障がいを
抱える方、男女問わず必要とされる支援を提供できたと考え
られる。

28 37

介護等についての基礎知
識と介護制度について理解
を深めるため、適切な介護
サービスの情報を提供しま
す。

・介護保険制度の理解を深
めてもらうことで、男性の介
護への参加促進に努めた。

高齢者支援課
・介護保険制度の理解を深め
てもらうため、パンフレット等を
活用し、説明等に努めた。

・介護保険制度の理解を深め
てもらうため、パンフレット等を
活用し、説明等に努めた。

・介護保険制度の理解を深め
てもらうため、パンフレット等を
活用し、説明等に努めた。

・介護保険制度の理解を深めて
もらうため、パンフレット等を活用
し、説明等に努めた。

【実施内容】
・介護保険制度の理解を深めてもらうため、パンフレット等を活
用し、説明等に努めた。

【効果】
男女ともに介護保険制度の理解を深めていただいた。

【総括】
窓口での問い合わせや出前講座での資料として介護保険
制度に係るパンフレットを活用して、市民に対してわかりや
すく説明を行った。今後も男女ともに介護に積極的に参加し
てもらえるよう、パンフレットを活用した周知を継続していく。

28 38
介護予防や介護者の健康
づくり、介護制度への理解
を深めるため、出前講座を
実施します。

・2025年を見据え、地域包括
ケアシステム推進を行うため
に、出前講座を活用し高齢者
の活躍できるまちづくり、介
護が必要になっても安心して
暮らせるまちづくりを目指し
ている。

高齢者支援課
・認知症サポーター養成講座
を3回実施した。

・認知症サポーター養成講座
を2回実施した。

・認知症サポーター養成講座
を2回実施した。

・認知症サポーター養成講座を4
回実施した。

【実施内容】
認知症サポーター養成講座を7回実施した。

【効果】
新しい認知症観を普及啓発することによって、地域住民の理
解を深め、対応方法について学ぶ機会を提供することができ
た。

【総括】
子どもからお年寄りまでさまざまな年代の方に対して出前講
座を実施することにより、安心して暮らせるまちづくりの一歩
となっているため、今後も継続していく。

基本目標Ⅳ　男女がともに安心して暮らせる地域づくり
（１）地域における男女共同参画の促進と地域環境の整備
①地域における慣習、慣行の見直しの啓発

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

31 39

区・自治会等に男女共同参
画に関する理解を深めるた
めの広報等を行い、地域の
中に根強く残る男女不平等
な慣習・慣行等の見直しに
向けて、意識啓発を図りま
す。

・DV防止に関するチラシや、
男女共同参画地域推進員が
作成した新聞を区・自治会を
通じて回覧し、男女共同参画
に関する意識啓発を図った。

地域づくり課

・DV防止に関するチラシや、
男女共同参画地域推進員が
作成した新聞を区・自治会を
通じて回覧した。
・区長等の役職について相談
を受けた際、女性が役員等を
行っている事例について紹介
した。

・DV防止に関するチラシや、
男女共同参画地域推進員が
作成した新聞を区・自治会を
通じて回覧した。
・区長等の役職について相談
を受けた際、女性が役員等を
行っている事例について紹介
した。

・DV防止に関するチラシや、
男女共同参画地域推進員が
作成した新聞を区・自治会を
通じて回覧した。
・区長等の役職について相談
を受けた際、女性が役員等を
行っている事例について紹介
した。

・DV防止に関するチラシや、男
女共同参画地域推進員が作成
した新聞を区・自治会を通じて回
覧した。

【実施内容】
・DV防止に関するチラシや、男女共同参画地域推進員が作成
した新聞を区・自治会を通じて回覧した。

【効果】
地域における男女共同参画の意識啓発に寄与したものと考え
る。

【総括】
男女共同参画地域推進員が作成した新聞へのアンケート
で、R6は4件、R7は9件の意見が寄せられ、地域における男
女共同参画の意識が少しづつ浸透してきていることがうか
がえる。
地域において何が男女不平等なのか認識してもらい、さらな
る意識啓発を図りたい。

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

28 36
高齢者、障害者等の相談に
応じ、必要な助言を行いま
す。

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

結果

結果
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資料2-1
②地域活動における女性の参画促進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

31 40
男女共同参画に取り組む
市民団体の自主的学習活
動やサークル活動などを支
援します。

・市民団体と連携して男女共
同参画に関する啓発事業を
行うことができた。

地域づくり課

・新型コロナウイルスの影響
で、市民団体の活動が休止し
ており、協力することができな
かった。

・新型コロナウイルスの影響
で、市民団体の活動が休止し
ており、協力することができな
かった。

・男女共同参画に取り組む市
民団体の活動が無く、協力す
ることができなかった。

・男女共同参画に取り組む市民
団体の活動が無く、協力すること
ができなかった。

【実施内容】
・男女共同参画に取り組む市民団体の活動が無く、協力するこ
とができなかった。

【効果】
-

【総括】
男女共同参画に資する市民団体活動がない状態が続いて
いる。
さらなる周知・啓発により男女共同参画に関する機運を高
め、市民団体の活動につなげたい。

31 41
区・自治会活動などの地域
活動や各種ボランティア活
動における男女共同参画を
促進します。

・区・自治会に男女共同参画
講演会の案内を送付したり、
男女共同参画地域推進員が
作成した「男女共同参画だよ
り」を回覧した。

地域づくり課

・男女共同参画地域推進員が
作成した新聞を区・自治会を
通じて回覧するなど、男女共
同参画の啓発に努めた。

・男女共同参画地域推進員が
作成した新聞を区・自治会を
通じて回覧するなど、男女共
同参画の啓発に努めた。

・男女共同参画地域推進員が
作成した新聞を区・自治会を
通じて回覧するなど、男女共
同参画の啓発に努めた。

・男女共同参画地域推進員が作
成した新聞を区・自治会を通じて
回覧するなど、男女共同参画の
啓発に努めた。

【実施内容】
・男女共同参画地域推進員が作成した新聞を区・自治会を通
じて回覧した。

【効果】
地域における男女共同参画の意識啓発に寄与したものと考え
る。

【総括】
区・自治会活動においては、代表者の男性割合が依然とし
て高く、男性主体の運営となっている状況が続いているもの
と推察される。
引き続き、各種活動における女性参画促進を図りたい。

（２）防災における男女共同参画の促進

①防災における男女共同参画の促進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

33 42
消防団員、自主防災組織
等地域の自主防災活動へ
の女性の参画を促進しま
す。

・広報紙への掲載や成人式
会場でのチラシ配布を行うこ
とにより、計画当初は4名だっ
た女性消防団員が7名迄増
員した。

安全対策課

・新型コロナウイルス感染症の影
響により、積極的な勧誘活動を行
うことが出来なかったものの、火
災予防週間の際には、女性消防
団員による広報車での放送活動
を行う事で、火災の啓発活動と併
せて、女性への防災意識促進を
図った。

九都県市合同防災訓練や成人式
では加入啓発チラシを配布。火災
予防週間の際には、女性消防団
員による広報車での放送活動を
行う事で、火災の啓発活動と併せ
て、女性への防災意識促進を
図った。

産業文化祭にて、トークイベントを
実施し、女性消防団の活動内容
の紹介により啓発を実施。チラシ
の配布も併せて行った。また、火
災予防週間では、女性消防団員
による広報車での放送活動を行
い、火災に対する啓発活動と女
性への防災意識促進を図った。

市商工会へ消防団員入団の啓発チ
ラシを配布。また、火災予防週間で
は、女性消防団員による広報車で
の放送活動を行った。この他広報紙
により女性消防団員の活動内容の
周知、女性消防団員の募集を行い、
その結果、今年度3名の女性消防団
員が入団した。

【実施内容】
・火災予防週間では、女性消防団員による広報車での放送活
動を行った。この他広報紙により女性消防団員の活動内容の
周知、女性消防団員の募集を行った。
・防災関係の出前講座において、避難時のプライバシー確保
や女性・乳幼児用の備蓄品など、女性視点の必要性を周知し
た。

【効果】
今年度5名の女性消防団員が入団した。

【総括】
計画当初は新型コロナウィルス感染症の影響により思うよう
な勧誘ができなかったが、近年は様々なイベントに女性消防
団員が参加し、防火・防災の啓発活動と併せて参画の推進
ができた。

②女性の視点を盛り込んだ防災対策の促進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

33 43

災害時の福祉避難所も含
めた避難所における男女の
ニーズの違いを考慮し、女
性にも配慮した取り組みを
進めるとともに、男女共同
参画の視点を取り入れた地
域防災計画の充実を図りま
す。

・備蓄計画に則り、食料や飲
料水など計画的に備蓄を進
められた。

安全対策課

・食料や飲料水は新たに購入
した。既に所有している更衣
室となる段ボール式ハウスや
避難生活でプライバシー保護
の点で有用となるパーテー
ションの管理に努めている。

・食料や飲料水は新たに購入
した。既に所有している更衣
室となる段ボール式ハウスや
避難生活でプライバシー保護
の点で有用となるパーテー
ションの管理に努めている。

・食料や飲料水は新たに購入
した。既に所有している更衣
室となる段ボール式ハウスや
避難生活でプライバシー保護
の点で有用となるパーテー
ションの管理に努めている。

・食料や飲料水は新たに購入し
た。既に所有している更衣室と
なる段ボール式ハウスや避難生
活でプライバシー保護の点で有
用となるパーテーションの管理
に努めている。

【実施内容】
国の交付金を活用しパーテーションや段ボールベッドを各800
台購入した。主要となる防災倉庫へ納品予定。

【効果】
プライバシー確保となる備蓄品を整備することで、安全で快適
な避難所生活が見込まれる。

【総括】
備蓄計画に則り、計画的な備蓄ができた。また、国の交付金
を活用したことにより、避難者の多くが段ボールベッドや簡
易ベッドを使用可能となり、快適な避難所生活の整備を進め
ることができた。
引き続き、備蓄計画に則り計画的な備蓄を進めていく。

33 44
市が備蓄する防災用品に
ついて、女性の視点から点
検し、必要に応じ整備を行
います。

【新規】 安全対策課

・今後も女性視点での備蓄に
ついて注視する。
【防災用品在庫】生理用品：
3272枚

・今後も女性視点での備蓄に
ついて注視する。
【防災用品在庫】生理用品：
3272枚

・今後も女性視点での備蓄に
ついて注視する。
【防災用品在庫】生理用品：
3272枚

・今後も女性視点での備蓄につ
いて注視する。
【防災用品在庫】生理用品：3272
枚

【実施内容】
今年度は生理用品の入替を実施。860枚を購入し、年度内に
同数を再購入予定。

【効果】
衛生用品であることから、避難者の安心に寄与することが見
込まれる。

【総括】
災害時における生理用品の必要数の維持が図れた。

結果計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

担当課
計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況
結果

結果
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資料2-1
（３）男女共同参画の視点に立った健康支援

①妊娠、出産等に関する健康支援

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

35 45

妊娠、出産、産後、子育て
に関する様々な相談や切
れ目のない支援を行うな
ど、子育て世代包括支援セ
ンターの充実を図ります。

【新規】 健康増進課

・令和3年度の妊娠届出数は
196件（R4.1月末現在）。妊娠8
か月頃に地区担当保健師が
電話連絡し、体調確認や妊娠
経過等を聞き取っている。そ
の際に出産後の赤ちゃん訪問
についても情報提供している。

令和4年度の妊娠届出数は
190件（R5.1月末現在）。妊娠8
か月頃に保健師が電話連絡
し、体調確認や妊娠経過等を
聞き取っている。必要に応じて
マタニティ教室の紹介(個別対
応も可能であること)、陣痛時
の交通手段についての情報提
供や、出産後の赤ちゃん訪問
について情報提供している。

令和5年度の妊娠届出数は
151件（R6.1月末現在）。妊娠8
か月頃にSMSで連絡し、体調
確認や妊娠経過等を聞き取っ
ている。必要に応じてマタニ
ティ教室の紹介(個別対応も可
能であること)、陣痛時の交通
手段についての情報提供や、
出産後の赤ちゃん訪問につい
て情報提供している。

令和6年度の妊娠届出数は177
件（R7.1月末現在）。妊娠8か月
頃にSMSでアンケート調査を行
い、体調確認や妊娠経過等を聞
き取っている。必要に応じて個別
相談を実施したり、マタニティ教
室の紹介(個別対応も可能であ
ること)、陣痛時の交通手段につ
いてや出産後の赤ちゃん訪問に
ついて情報提供している。

【実施内容】
・令和7年度の妊娠届出数は160件（R8.1月末現在）。妊娠8か
月頃にSMSでアンケート調査を行い、体調確認や妊娠経過等
を聞き取っている。必要に応じて個別相談を実施したり、マタニ
ティ教室の紹介(個別対応も可能であること)、陣痛時の交通手
段についてや出産後の赤ちゃん訪問について情報提供してい
る。

【効果】
妊娠中から、妊娠・出産・子育てに関する相談に対応し、妊娠
中からの切れ目ない支援につなげられている。

【総括】
一般的な妊婦については、妊娠届出時の面談、妊娠8か月
頃のアンケート、出産後の赤ちゃん訪問となるが、より支援
が必要な方については、妊娠中の家庭訪問、同行受診、妊
娠後期の面談、複数回の赤ちゃん訪問等状況に応じて相談
支援の内容や回数を変えている。妊娠届出数は減少傾向だ
が、個別性の高い支援は今後も重要であると認識している。

35 46

安心して出産に臨めるよ
う、妊婦健康診査の助成を
行います。また、乳幼児健
診をはじめとする健康支
援・育児に関する相談の充
実を図ります。

・助成券を発行することで、
妊婦の経済的負担をやわら
げることができた。

健康増進課
・妊娠中14回分、乳児期2回分
の健診助成と新生児聴覚検
査の助成をおこなっている。

妊娠中14回分、乳児期2回分
の健診費用助成と新生児聴
覚検査費用の助成をおこなっ
ている。

妊娠中14回分、乳児期2回分
の健診費用助成と新生児聴
覚検査費用の助成をおこなっ
ている。

妊娠中14回分、乳児期2回分の
健診費用助成と新生児聴覚検
査費用の助成をおこなっている。

【実施内容】
・妊娠中14回分、乳児期2回分の健診費用助成と新生児聴覚
検査費用の助成をおこなっている。

【効果】
費用の助成をおこなうことで、経済的支援・定期的な妊婦健診
と新生児聴覚検査の受診につながっている。

【総括】
健診費用の助成により、妊婦健診は受診しやすくなってい
る。乳児期の健診については、子育てで忙しい時期であり、
心配なことがなければ受診を忘れてしまう方もいるため、受
診勧奨を積極的に行う必要があると認識している。

35 47

生後4か月までの乳児のい
る家庭を訪問し、親子の心
身の状況や養育環境等の
把握や助言を行うとともに
予防接種等の情報提供を
行います。

・保健師が訪問することで、
乳児の今後の養育について
の不安悩み解決の一助と
なった。

健康増進課

・R3．12月末までの出生数197
件で家庭訪問実施数192件。
そのうち生後28日以内に家庭
訪問をした数は96件。早期の
訪問で新生児期の育児不安
や乳房トラブルに対処できる
ようにした。

R4.12月末までの出生数155名
で家庭訪問実施数147名。そ
のうち生後28日以内に家庭訪
問をした数は61名(41.5％)。育
児不安や乳房トラブルをキャッ
チし、必要に応じて産後ケア
の紹介をおこなったり、対象児
の利用できる市のサービスに
ついて情報提供をおこなった。

R5.12月末までの出生数163名
で家庭訪問実施数159名。そ
のうち生後28日以内に家庭訪
問をした数は81名(50.9％)。育
児不安や乳房トラブルをキャッ
チし、必要に応じて産後ケア
の紹介をおこなったり、対象児
の利用できる市のサービスに
ついて情報提供をおこなった。

R6.12月末までの出生数は128名
で家庭訪問(来所を含む)実施数
は121名。そのうち生後28日以内
に実施した数は60名(49.6％)。育
児不安や乳房トラブル、産婦の
疲労が強い等、必要に応じて産
後ケアの紹介や、市のサービス
について情報提供をおこなった。

【実施内容】
R7.12月末までの出生数は146名で家庭訪問(来所を含む)実施
数は139名。そのうち生後28日以内に実施した数は74名
(53.2％)。育児不安や乳房トラブル、産婦の疲労が強い等、必
要に応じて産後ケアの紹介や、市のサービスについて情報提
供をおこなった。

【効果】
家庭訪問を実施することで乳児期の養育についての不安や悩
みの解消への一助となった。

【総括】
赤ちゃん訪問の実施率は90％を超えており、新生児期の訪
問も50％近くで推移していることから、出産直後のトラブルに
対応できていると考える。令和4年度からは産後ケア事業が
スタートし、利用につなげることもできている。最近は父親の
育休取得率が高くなっており、訪問時に父親にもアドバイス
できるメリットもある。

35 48

妊娠届出書をもとにハイリ
スク妊婦への個人相談な
ど、妊娠・出産への不安を
軽減するため、状況に応じ
た相談対応を行います。

・ハイリスク妊婦と判断した
方に対して迅速な対応をとる
ことができた。

健康増進課

・R4.1月末までに妊娠届出の
あった196件のうちハイリスク
妊婦は97名。最も多い内容は
予定外妊娠。出産までに支援
が必要な方へ、子育て支援課
や産院と連携をとって個別対
応している。

R5.1月末までに妊娠届出の
あった190件のうちハイリスク
妊婦は108名。昨年度に続き
予定外妊娠が多い。また、未
婚やメンタルでの受診歴があ
り支援が必要な方には、子育
て支援課や産院と連携をとっ
たり、マタニティ教室参加時に
声をかけ個別対応している。

R6.1月末までに妊娠届出の
あった151件のうちハイリスク
妊婦は76名。昨年度に続き予
定外妊娠が多い。また、未婚
やメンタルでの受診歴があり
支援が必要な方には、子育て
支援課や産院と連携をとった
り、マタニティ教室参加時に声
をかけ個別対応している。

R7.1月末までに妊娠届出のあっ
た177件のうちハイリスク妊婦は
112名。昨年度に続き予定外妊
娠が多い。また、未婚やメンタル
での受診歴があり支援が必要な
方には、子育て支援課や産院と
連携をとったり、マタニティ教室
参加時に声をかけ個別対応して
いる。

【実施内容】
・R8.1月末までに妊娠届出のあった160件のうちハイリスク妊
婦は102名。昨年度に続き予定外妊娠が多い。また、未婚やメ
ンタルでの受診歴があり支援が必要な方には、子育て支援課
や産院と連携をとったり、マタニティ教室参加時に声をかけ個
別対応している。

【効果】
ハイリスク妊婦に対して迅速な対応をすることができた。

【総括】
ハイリスク妊婦は増加傾向。ハイリスクになる項目もさまざ
まだが、未入籍は増加している。子育て支援課や医療機関
との連携はうまくいっていると感じる。ハイリスク妊婦は今後
も増加していくと見込まれるため、さらなる個別支援が必要
になると認識している。

②性差に配慮した健康支援

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

36 49
男女の性差を踏まえた健康
支援を進めるため、性差に
応じたがん検診や骨粗しょ
う症検診等を実施します。

･20歳以上の女性へ子宮が
ん、骨密度測定を、30歳以上
の女性へ乳がん検診を実施
し、性差に応じた健康支援を
実施することができた。

健康増進課

･20歳以上の女性へ子宮が
ん、骨密度測定を、30歳以上
の女性へ乳がん検診を実施
し、性差に応じた健康支援を
実施することができた。

･20歳以上の女性へ子宮が
ん、骨密度測定を、30歳以上
の女性へ乳がん検診を実施
し、性差に応じた健康支援を
実施することができた。

･20歳以上の女性へ子宮が
ん、骨密度測定を、30歳以上
の女性へ乳がん検診を実施
し、性差に応じた健康支援を
実施することができた。

･20歳以上の女性へ子宮がん、
骨密度測定を、30歳以上の女性
へ乳がん検診を実施し、性差に
応じた健康支援を実施すること
ができた。

【実施内容】
･20歳以上の女性へ子宮がん、骨密度測定を、30歳以上の女
性へ乳がん検診を実施し、性差に応じた健康支援を実施する
ことができた。

【効果】
・がん検診や骨密度測定を実施し、疾病の早期発見・早期治
療につなげることができた。

【総括】
・20歳以上の女性へ子宮がん、骨密度測定を、30歳以上の
女性へ乳がん検診を実施し、性差に応じた健康支援を実施
することができた。
がん検診の受診率は、横ばいであるため、受診率向上にむ
けた取組の必要性を認識できた。

36 50
男女の健康を生涯にわた
り、包括的に支援するた
め、健康相談を実施しま
す。

【新規】 健康増進課
・電話での相談は特定の日時
の設定はせず、年齢性別を問
わず実施することができた。

電話以外もeメールでの相談
にも対応したが、状況に合わ
せ電話でも回答を実施するこ
とができた。

電話以外もeメールでの相談
にも対応したが、状況に合わ
せ電話でも回答を実施するこ
とができた。

電話以外もeメールでの相談にも
対応したが、状況に合わせ電話
でも回答を実施することができ
た。

【実施内容】
電話およびeメールでの相談に対応した。eメールでの相談で
も、状況に応じて電話による回答を実施した。

【効果】
窓口だけでなく電話やeメール等で対応し健康づくりを支援す
ることができた。

【総括】
世代や性別にかかわらず、健康に関する包括的な相談窓口
として機能し、必要時に他機関と連携するなどして対応する
ことができた。
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資料2-1
（４）誰もが安心して暮らせる環境の整備

①ひとり親家庭などの生活上困難な状況に置かれている人への支援

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

38 51

自立に必要な情報提供を
するとともに、各種手当の
支給、医療費助成等を通
じ、経済的な負担を軽減し、
生活の安定を図ります。

・児童扶養手当の支給、ひと
り親医療費助成を実施し、経
済的な負担軽減を図った。

子育て支援課
・児童扶養手当の支給、ひとり
親医療費助成を実施し、経済
的な負担軽減を図った。

・児童扶養手当の支給、ひとり
親医療費助成を実施し、経済
的な負担軽減を図った。

・児童扶養手当の支給、ひとり
親医療費助成を実施し、経済
的な負担軽減を図った。

・児童扶養手当の支給、ひとり親
医療費助成を実施し、経済的な
負担軽減を図った。

【実施内容】
・児童扶養手当の支給、ひとり親医療費助成を実施し、経済的
な負担軽減を図った
。
【効果】
子育て世帯のへの経済的支援により、、経済的な負担軽減、
生活安定の一助となった。

【総括】
児童手当の支給、子ども医療費助成を実施し、経済的支援
を行った。
経済的な負担軽減、生活安定のため、引き続き実施したい。

38 52
就労経験の少ないひとり親
家庭の父母に対し、必要な
情報提供を行い、就労を支
援します。

・社会福祉課で実施している
就労相談窓口を紹介し、就
労の支援を行った。

子育て支援課
・社会福祉課で実施している
就労相談窓口を紹介し、就労
の支援を行った。

・母子父子自立支援員が相談
を受け、必要に応じて「母子父
子自立支援プログラム」を策
定し、ハローワークと連携し就
労支援を行った。

・母子父子自立支援員が相談
を受け、必要に応じて「母子父
子自立支援プログラム」を策
定し、ハローワークと連携し就
労支援を行った。

・母子父子自立支援員が相談を
受け、必要に応じて「母子父子
自立支援プログラム」を策定し、
ハローワークと連携し就労支援
を行った。

【実施内容】
・母子父子自立支援員が相談を受け、必要に応じて「母子父子
自立支援プログラム」を策定し、ハローワークと連携し就労支
援を行った。

【効果】
母子父子家庭の就労に関する課題に対し、個々の状況に応じ
た支援を行うことで、自立に向けた取組を促進することができ
た。

【総括】
・母子父子自立支援員による相談支援を継続的に実施し、
必要に応じて自立支援プログラムの策定やハローワーク等
関係機関と連携した就労支援を行ってきた。
その結果、母子父子家庭の就労促進に寄与し、自立に向け
た取組を支援することができた。

【新規】 子育て支援課
・ひとり親家庭からの相談に応
じ、社会福祉課が実施する事
業に繋げた。

・ひとり親家庭からの相談に応
じ、社会福祉課が実施する事
業に繋げた。

・ひとり親家庭からの相談に応
じ、社会福祉課が実施する事
業に繋げた。

・ひとり親家庭からの相談に応
じ、社会福祉課が実施する事業
に繋げた。

【実施内容】
・ひとり親家庭からの相談に応じ、社会福祉課が実施する事業
に繋げた。

【効果】
ひとり親家庭の状況に応じて適切な支援につなぐことができ
た。

【総括】
・ひとり親家庭からの相談に応じ、社会福祉課が実施する各
種事業につなぐ取組を継続してきた。
その結果、家庭の状況に応じた支援を提供することができ
た。

【新規】 社会福祉課

・世帯所得の低い子育て世帯
を主な対象として、居場所づく
りや学習の習慣づけを目的と
した学習支援事業を実施する
とともに、市の委託期間が終
了した後も継続して事業を行
なっているNPO法人の支援を
行なうことにより目的の達成に
努めた。

・世帯所得の低い子育て世帯
を主な対象として、居場所づく
りや学習の習慣づけを目的と
した学習支援事業を実施し
た。

・世帯所得の低い子育て世帯
を主な対象として、居場所づく
りや学習の習慣づけを目的と
した学習支援事業を実施し
た。

・世帯所得の低い子育て世帯を
主な対象として、居場所づくりや
学習の習慣づけを目的とした学
習支援事業を実施した。

【実施内容】
・「貧困の連鎖」を防止するため、生活困窮世帯の子どもを対
象に学習の支援を行うとともに、進路や日常生活の相談がで
きる場所を提供した。

【効果】
学習時間の確保や場所の提供を行ったことで、子どもたちの
勉強が習慣づき、自らが進んで勉強する姿勢が見受けられ
た。
また、参加者向けのアンケート結果から、本事業を利用したこ
とにより、成績が上がったとの効果もあった。
本事業を通して、子どもたちのさらなる進学や就労に繋がるこ
とは、将来的な社会参加に資すると考えられる。

【総括】
世帯の経済的事情により児童が進学を諦めるなどの負の連
鎖に陥ることを予防する貧困対策は、対象者だけでなく社会
の安定に寄与する事業となり、継続的に取り組むことで、貧
困による格差を減らすことができると考えられる。
また、本事業の取り組みを通して、将来的な就労や、社会参
加に繋がることが期待される。

【新規】 管理課

・経済的な理由により義務教
育に必要な学用品費や給食
費などの支払いが困難である
と認められる家庭に対し、その
費用を援助する就学援助制度
を実施している。

・経済的な理由により義務教
育に必要な学用品費や給食
費などの支払いが困難である
と認められる家庭に対し、その
費用を援助する就学援助制度
を実施している。

・経済的な理由により義務教
育に必要な学用品費や給食
費などの支払いが困難である
と認められる家庭に対し、その
費用を援助する就学援助制度
を実施している。

・経済的な理由により義務教育
に必要な学用品費や給食費など
の支払いが困難であると認めら
れる家庭に対し、その費用を援
助する就学援助制度を実施して
いる。

【実施内容】
・経済的な理由により義務教育に必要な学用品費や給食費な
どの支払いが困難であると認められる家庭に対し、その費用
を援助する就学援助制度を実施している。

【効果】
経済的な援助により学校生活を支えることができた。

【総括】
就学援助制度により、年平均10％程度の世帯に対し、学用
品、通学用品、校外活動、修学旅行、給食等の費用につい
て援助を行った。

38 54

関係機関と連携し、ニート、
ひきこもりなど社会で生き
づらさを感じている人に対
し、状況に応じた情報提供
や相談、就労支援などを行
います。

【新規】 社会福祉課

・公共職業相談所による巡回
相談と当課就労支援員により
就労支援を継続的に行なっ
た。自立相談支援機関と支援
調整会議を定期的に行ない自
立への支援経過を共有した。
NPO法人と連携し市民協働事
業として、ひきこもり当事者お
よび家族へ向けた情報共有の
場を設けた。

・公共職業安定所による巡回
相談と当課就労支援員により
就労支援を継続的に行なっ
た。自立相談支援機関と支援
調整会議を定期的に行ない自
立への支援経過を共有した。

ひきこもり相談支援の窓口とし
て自立相談支援機関を中心と
し支援体制を設けた。

ひきこもり相談支援の窓口として
自立相談支援機関を中心とし支
援体制を設けた。

【実施内容】
・公共職業安定所による巡回相談と当課就労支援員により就
労支援を継続的に行っている。ひきこもり相談支援の窓口とし
て自立相談支援機関を中心に支援体制を整備している。

【効果】
情報提供、相談、就労支援を通して、男女を問わず、相談者が
社会参加に繋がるよう支援した。

【総括】
自立相談支援機関で対応している相談には、ニートやひきこ
もりの事案も多くあり、必要に応じて、各担当課とも情報共有
しながら、より良い支援に繋げていけるよう連携して取り組
んでいる。
就労に向けた取り組みや、社会参加に向けた支援は、男女
を問わず行っており、一人でも多くの相談者が、社会との繋
がりができるよう今後も支援していく。

計画期間（R3～R7）
の総括

38 53
世帯所得の低い子育て家
庭の把握に努めるととも
に、必要に応じて学習支援
などを行います。

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課
結果
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資料2-1
②高齢者・障がい者への自立支援

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

38 55
介護予防や高齢者の健康
づくり等に関する講座を開
催します。

【新規】 高齢者支援課
・介護予防教室や体力測定
会、ウォーキング講座を実施
した。

・介護予防教室や体力測定
会、ウォーキング講座を実施
した。

・介護予防教室や体力測定
会、ウォーキング講座を実施
した。

介護予防セミナーや脳力体力測
定会を実施した。

【実施内容】
・1コース2回の介護予防セミナーを、2地区で実施した。
・体力測定会を2回、脳力測定会を1回実施した。

【効果】
自身の現状を把握し、健康を維持向上するために必要なこと
を知り、考えるきっかけを提供できた。

【総括】
他者と話をすることや、測定会で自身の数値を知ることによ
り、今後の生活について考えるよいきっかけとなっている。
今後もセミナーや測定会を実施し、健康づくりについて主体
的に考えられるように支援していく。

【新規】 高齢者支援課

・窓口や電話等で必要な情報
提供及び助言等を行った。
・医療、介護、福祉、生活に必
要な情報を、ちらしやパンフ
レットでわかりやすく提供し
た。

・窓口や電話等で必要な情報
提供及び助言等を行った。
・医療、介護、福祉、生活に必
要な情報を、ちらし・パンフレッ
ト・冊子でわかりやすく提供し
た。

・窓口や電話等で必要な情報
提供及び助言等を行った。
・医療、介護、福祉、生活に必
要な情報を、ちらし・パンフレッ
ト・冊子でわかりやすく提供し
た。

・窓口や電話等で必要な情報提
供及び助言等を行った。
・医療、介護、福祉、生活に必要
な情報を、ちらし・パンフレット・
冊子でわかりやすく提供した。

【実施内容】
・窓口、電話、メール、訪問で必要な情報提供及び助言等を
行った。

【効果】
医療、介護、福祉、生活に必要な情報を、必要に応じてチラシ・
パンフレット・冊子を活用しわかりやすく提供した。

【総括】
窓口、電話、メール、訪問と、相談者の状況や希望に合わせ
て相談対応を実施することができた。今後も相談者のニーズ
に沿った情報提供及び助言を心がけていく。

【新規】 社会福祉課

・障がい福祉担当職員による
相談対応のほか、各種制度や
手続き等が掲載された「障が
い者福祉のしおり」を配付する
などし、必要とされる情報を提
供した。

・障がい福祉担当職員や山武
郡市障がい者基幹相談支援
センターによる相談対応のほ
か、各種制度や手続き等が掲
載された「障がい者福祉のし
おり」を配付するなどし、必要
とされる情報を提供した。

・障がい福祉担当職員や山武
郡市障がい者基幹相談支援
センターによる相談対応のほ
か、各種制度や手続き等が掲
載された「障がい者福祉のし
おり」を配付するなどし、必要
とされる情報を提供した。

・障がい福祉担当職員や山武郡
市障がい者基幹相談支援セン
ターによる相談対応のほか、各
種制度や手続き等が掲載された
「障がい者福祉のしおり」を配付
するなどし、必要とされる情報を
提供した。

【実施内容】
障がい福祉担当職員や山武郡市障がい者基幹相談支援セン
ターによる相談対応のほか、各種制度や手続き等が掲載され
た「障がい者福祉のしおり」を配付するなどし、必要とされる情
報を提供した。

【効果】
障がいを抱える方に対する情報提供における対応により男女
共同参画の推進に資することができた。

【総括】
障がいを抱える方や家族等からの相談は多くあり、障がい
者手帳を初めて取得した方を中心に障がい者のしおりを配
布し、必要とする情報を提供したことで男女問わず必要とさ
れる支援を提供できたと考えられる。

【新規】 秘書広報課

・広報の音訳を作成している
社会福祉協議会（結の会）へ
音訳情報を提供している。
　また、市ホームページに音
声変換機能を取り入れてい
る。

・広報の音訳を作成している
社会福祉協議会（結の会）へ
音訳情報を提供している。
　また、市ホームページに音
声変換機能を取り入れてい
る。

・広報の音訳を作成していた
だいていた団体が解散したた
め、現在は音訳情報の提供は
していない。社会福祉協議会
と連携し、音訳を作成いただ
ける団体を捜索中である。
　なお、市ホームページには、
音声変換機能を取り入れてい
る。

・広報の音訳を作成していただ
いていた団体が解散したため、
現在は音訳情報の提供はしてい
ない。社会福祉協議会と連携
し、音訳を作成いただける団体
を捜索中である。
　なお、市ホームページには、音
声変換機能を取り入れている。

【実施内容】
・広報の音訳を作成していただいていた団体が解散したため、
現在は音訳情報の提供はしていない。社会福祉協議会と連携
し、音訳を作成いただける団体を捜索中である。
なお、市ホームページには、音声変換機能を取り入れている。

【効果】
音声情報の提供はできていないものの、市ホームページに音
声変換機能を導入することで、視覚に配慮した情報取得の環
境整備が図られた。

【総括】
音訳情報の提供は停止しているが、市ホームページへの音
声変換機能の導入など、今後の情報提供再開に向けた整
理を行うことができた。

【新規】 社会福祉課

・週2回（月・木）手話通訳者を
設置し、聴覚障がい者の各種
手続きや、相談に応じる等、必
要な支援を行った。

・週2回（月・木）手話通訳者を
設置し、聴覚障がい者の各種
手続きや、相談に応じる等、必
要な支援を行った。

・週2回（月・木）手話通訳者を
設置し、聴覚障がい者の各種
手続きや、相談に応じる等、必
要な支援を行った。

・週2回（月・木）手話通訳者を設
置し、聴覚障がい者の各種手続
きや、相談に応じる等、必要な支
援を行った。

【実施内容】
週2回（月・木）手話通訳を設置し、聴覚障がい者の各種手続き
や相談に応じ必要な支援を行った。

【効果】
手話通訳者を設置することにより聴覚障がいを抱える方の相
談等に応じることで男女共同参画の推進に資することができ
た。

【総括】
手話通訳を必要とする聴覚障がい者が市内に数名おり、必
要とする相談等を行うことで男女問わず必要とされる支援を
提供できたと考えられる。

計画期間（R3～R7）
の総括

38 57

広報の音訳や市役所内に
手話通訳者を配置するな
ど、障がいがあっても手続
きが円滑に行えるように支
援します。

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

38 56
高齢者・障がい者の様々な
相談に応じ、必要な情報の
提供及び助言等を行いま
す。

結果
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資料2-1
③外国人が暮らしやすい環境の整備

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

【新規】 総務課
・「大網白里市多文化共生推
進プラン」に基づく施策メ
ニューの実施を進めた。

・「大網白里市多文化共生推
進プラン」に基づく施策メ
ニューの実施を進めた。

・「大網白里市多文化共生推
進プラン」に基づく施策メ
ニューの実施を進めた。

・「大網白里市多文化共生推進
プラン」に基づく施策メニューの
実施を進めた。

【実施内容】
・庁舎案内板（本庁舎1階設置分）へ英訳を補記済み。
・組織名を英訳し、各部署窓口掲示へ併記済み。
【効果】
英語を使用する外国人住民が、目的の部署を探しやすくなっ
たと考える。

【総括】
庁舎案内板への英訳補記や英訳した組織名の各部署窓口
への併記により、英語を使用する外国人住民にわかりやす
い表記を促進できたと考える。

【新規】 関係各課

・市の案内板など生活に関す
る情報や申請書等について、
外国人にもわかりやすいよう
な工夫を行っている。

・市の案内板など生活に関す
る情報や申請書等について、
外国人にもわかりやすいよう
な工夫を行っている。

・市の案内板など生活に関す
る情報や申請書等について、
外国人にもわかりやすいよう
な工夫を行っている。

・市の案内板など生活に関する
情報や申請書等について、外国
人にもわかりやすいような工夫
を行っている。

【実施内容】
・市の案内板など生活に関する情報や申請書等について、外
国人にもわかりやすいような工夫を行っている。

【効果】
英語を使用する外国人住民が、手続きしやすくなったと考え
る。

【総括】
市の案内板など生活に関する情報や申請書等について、ル
ビ付き日本語や外国語の併記を行うことで、外国人住民に
わかりやすい表記を促進できたと考える。

・庁舎案内図への英訳補記
や避難タワー利用看板(英語
版・中国語版)の翻訳を実施
した。また子育てに関する制
度について、英語版の資料を
作成した。

総務課
・「大網白里市多文化共生推
進プラン」に基づく施策メ
ニューの実施を進めた。

・「大網白里市多文化共生推
進プラン」に基づく施策メ
ニューの実施を進めた。

・「大網白里市多文化共生推
進プラン」に基づく施策メ
ニューの実施を進めた。

・「大網白里市多文化共生推進
プラン」に基づく施策メニューの
実施を進めた。

【実施内容】
・避難タワー利用看板の翻訳(英語版・中国語版)を実施した。
・子育てに関する英語版資料を提供した。
・出入国在留管理庁が実施する「通訳支援事業」に申込みを
し、複数部署にて電話による通訳サービスを受けられるように
した。
・他言語対応を支援する道具としてポケトークを導入し、必要
な部署へ貸出しを行った。

【効果】
外国人住民が、情報を入手し易くなったと考える。

【総括】
従来行っていた英語版資料の提供等に加え、電話による通
訳支援サービスへの申込みやポケトークの導入・貸出開始
により、外国語による情報提供等を行える体制を強化できた
と考える。

・市国際交流協会と連携して
実施している日本語教室は、
令和2年度に住民協働事業
にも採択され、安定した運営
が出来るようになった。

生涯学習課

・感染症の拡大の影響により、
想定していた事業計画を中止
せざるを得ない状況もあった
が、在住外国人のニーズに
そった日本語教室を運営する
ことができた。

市国際交流協会と連携し、「ゴ
ミの出し方」など多言語で対応
できるよう支援を行った。ま
た、日本語教室においても在
住外国人のニーズに沿った事
業運営を行うことができた。

・中央公民館主催の日本語教
室とは別に、国際交流協会に
よる日本語支援クラスが開設
され、在住外国人の日本語教
育の充実が図られた。

・中央公民館主催の日本語教室
とは別に、国際交流協会による
日本語支援クラスが開設され、
在住外国人の日本語教育の充
実が図られた。

【実施内容】
中央公民館主催の日本語教室とは別に、国際交流協会による
日本語支援クラスの内容をリニューアルし実施予定である。（2
月以降開催予定）

【効果】
日本語を教えると同時に、地域で暮らすうえでのルール・マ
ナーを紹介することで、さらに外国人が地域で暮らしやすくな
ることを見込んでいる。

【総括】
国際交流協会と連携し、市内在住外国人への情報提供の
支援および日本語学習への支援を行うことができた。

計画期間（R3～R7）
の総括

【総括】
(健康増進課)
外国語版母子手帳は数年単位で言語の偏りが見られる。近
年はベトナム語を多く発行している。翻訳アプリの普及によ
り、難しい質問も答えやすくなってきている。沐浴指導は個
別対応することが多いが、母国へ帰国する妊婦もいる。同じ
国出身者のコミュニティがあり、そこで情報収集している方も
多く、外国人妊婦だから生活しづらいという時代ではなくなっ
てきている。

（地域づくり課）
誤ったゴミ出し方法は思わぬ事故や火災等につながる可能
性もあることから、引き続き外国語版の作成を行いたい。

（財政課）
市役所は、多様な人が訪れるため、今後はトイレをきれいに
使用していただくための案内などの検討が必要と思われる。

(安全対策課)
市国際交流協会と連携し、外国人への防災啓発を実施する
ことができた。

（商工観光課）
海水浴客として来る外国人も少なからずいるため、引き続き
取り組んでいく。

38 59

本市に在住または本市を訪
れる外国人に対して、市の
案内板やパンフレット・ホー
ムページ等の多言語化を図
るなど、外国語による情報
提供等の支援を行います。

（健康増進課）
・外国語版母子手帳を配布
するとともに外国語版育児物
品の資料を渡し、沐浴等を個
別指導した。
（地域づくり課）
・家庭ごみの出し方パンフ
レット（英語版及び中国語版）
を作成し、窓口で配布すると
ともに市ホームページに掲載
した。
（財政課）
・庁舎案内図への英訳補記
を行った。
（安全対策課）
・防災訓練の企画段階から、
市国際交流協会と、外国人
住民のための支援につい
て、協議した。
（商工観光課）
・海水浴期間中、災害発生時
の避難アナウンス(外国語版)
を用意した。

関係各課
（健康増進課）
（地域づくり

課）
（財政課）

（安全対策課）
（商工観光課）

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

38 58

市の案内板や生活に関す
る情報について、ルビ付き
日本語や外国語表記の併
記を行うなど、外国人にも
わかりやすい表記を促進し
ます。

（健康増進課）
・外国語版母子手帳は9か国
語に対応。相談や健診は集団
指導が難しいため、個別対応
を実施。
（地域づくり課）
・家庭ごみの出し方パンフレッ
ト（英語版及び中国語版）を作
成し、窓口で配布するとともに
市ホームページに掲載した。
（財政課）今年度は実施なし。
（安全対策課）
・ハザードマップを改正し、凡
例に英語表記を追加。また、
新型コロナウイルス感染症の
影響により中止となったが、防
災訓練の企画段階から市国
際交流協会と外国人支援に係
る訓練内容にて協議を行っ
た。
（商工観光課）
・白里海岸駐車場での注意事
項について、外国語版のチラ
シを配布した。

（健康増進課）
・外国語版母子手帳は9か国
語に対応。外国人夫婦の場合
集団での対応が困難な場合
は個別対応を実施した。
（地域づくり課）
・家庭ごみの出し方パンフレッ
ト（英語版及び中国語版）を作
成し、窓口で配布するとともに
市ホームページに掲載した。
（財政課）今年度は実施なし。
（安全対策課）
・今年度実施した防災訓練で
は企画段階から市国際交流
協会と外国人支援に係る訓練
内容にて協議を行った。訓練
を実施した際には外国人へ防
災啓発を実施した。
（商工観光課）
・海水浴期間中、災害発生時
の避難アナウンス(外国語版)
を用意した。

（健康増進課）
・外国語版母子手帳は9か国
語に対応。外国人夫婦の場合
集団での対応が困難な場合
は個別対応を実施した。
（地域づくり課）
・家庭ごみの出し方パンフレッ
ト（英語版及び中国語版）を作
成し、窓口で配布するとともに
市ホームページに掲載した。
（財政課）今年度は実施なし。
（安全対策課）
・今年度実施した総合防災訓
練では企画段階から市国際交
流協会と外国人支援に係る訓
練内容にて協議を行った。訓
練を実施した際には外国人へ
防災啓発を実施した。
（商工観光課）
・海水浴期間中、災害発生時
の避難アナウンス(外国語版)
を用意した。

（健康増進課）
・外国語版母子手帳は10か国語
に対応（ネパール語を追加し
た）。外国人夫婦の場合集団で
の対応が困難な場合は個別対
応を実施した。
（地域づくり課）
・家庭ごみの出し方パンフレット
（英語版及び中国語版）を作成
し、窓口で配布するとともに市
ホームページに掲載した。
（財政課）今年度は実施なし。
（安全対策課）
・今年度実施した総合防災訓練
では企画段階から市国際交流
協会と外国人支援に係る訓練内
容にて協議を行った。訓練を実
施した際には外国人へ防災啓発
を実施した。
（商工観光課）
・海水浴期間中、災害発生時の
避難アナウンス(外国語版)を用
意した

(健康増進課)
【実施内容】
・外国語版母子手帳は10か国語に対応。外国人夫婦の場合
集団での対応が困難な場合は個別対応を実施した。
【効果】
個別対応を実施することで、外国人妊婦がより安心して妊娠
出産を迎えることができている。

（地域づくり課）
【実施内容】
・家庭ごみの出し方パンフレット（英語版及び中国語版）を作成
し、窓口で配布するとともに市ホームページに掲載した。
【効果】
在住外国人への支援につながったほか、自治会におけるゴミ
出しルールの周知に活用された。

（財政課）
【実施内容】
・庁舎案内図への英訳補記を行った。
【効果】
来庁する外国人にの利便性向上に寄与している。

(安全対策課)
【実施内容】
今年度実施した総合防災訓練では企画段階から市国際交流
協会と外国人支援に係る訓練内容にて協議を行った。訓練を
実施した際には外国人へ防災啓発を実施した。
【効果】
外国人への防災啓発を実施したことで、興味を持った市民にも
啓発することができ、外国人支援に繋がった。

（商工観光課）
【実施内容】
海水浴期間中、災害発生時の避難アナウンス(外国語版)を用
意した
【効果】
外国人も含めて緊急時の避難体制の確保につながった。

結果
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資料2-1
基本目標Ⅴ　あらゆる暴力の根絶と人権の尊重
（１）ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）・虐待等の防止と被害者支援

①ＤＶ・虐待被害者等に対する広報・啓発

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・ＤＶに関する講座やイベント
について、広報紙やＨＰで周
知すると共に、内閣府の行う
パープルリボン運動に参加し
た。

地域づくり課
子育て支援課

・「女性に対する暴力をなくす
運動」期間にＤＶに関する啓発
（DVについて悩まず相談して
ほしい旨の文章と共に相談先
の電話番号・専門サイトへのリ
ンク等を掲載）を広報やＨＰで
行うと共に、ＤＶに関するチラ
シ「DVは体への暴力に限らな
いことを知っていますか？」の
区長回覧を行った。

【令和4年度より子育て支援課
に事務移管】
・「女性に対する暴力をなくす
運動」期間にＤＶに関する啓発
（DVについて悩まず相談して
ほしい旨の文章と共に相談先
の電話番号・専門サイトへのリ
ンク等を掲載）を広報で行うと
共に、ＤＶに関するチラシ「DV
は心にもキズを残します」の区
長回覧を行った。

【令和4年度より子育て支援課
に事務移管】
ＤＶに関するチラシ「DVは身体
への暴力とは限りません」の
区長回覧を行った。

【令和4年度より子育て支援課に
事務移管】
ＤＶに関するチラシの「DVには、
さまざまなケースがあります」の
区長回覧を行った。

【令和4年度より子育て支援課に事務移管】
【実施内容】
・女性の様々な悩みに関するチラシの区長回覧を行った。

【効果】
・DVを含めた女性の様々な悩みについて地域住民の理解促
進を図ることができた。

【総括】
計画期間中、区長回覧等を通じて継続的な周知啓発を実施
し、DVに関する理解促進および相談窓口の認知度向上に
一定の成果が得られた。

・ＤＶは重大な人権侵害であ
ることをホームページで周知
した。

子育て支援課

・ホームページでＤＶはどのよ
うなものかを周知するととも
に、ＤＶに関する相談先を掲載
した。

・ホームページでＤＶはどのよ
うなものかを周知するととも
に、ＤＶに関する相談先を掲載
した。

・ホームページでＤＶはどのよ
うなものかを周知するととも
に、ＤＶに関する相談先を掲載
した。

・ホームページでＤＶはどのよう
なものかを周知するとともに、Ｄ
Ｖに関する相談先を掲載した。

【実施内容】
・ホームページでＤＶはどのようなものかを周知するとともに、
ＤＶに関する相談先を掲載した。

【効果】
DVに関する理解促進と相談窓口の周知を図ることができた。

【総括】
ホームページを通じてDVに関する周知啓発と相談窓口の情
報提供を継続して実施してきた。
その結果、市民のDVに対する理解促進と、必要な支援につ
ながりやすい環境づくりに寄与した。

41 61
児童虐待防止推進月間に
あわせ、児童虐待防止に関
する啓発を行います。

・推進月間に限らず、広報紙
等でも啓発を行った。

子育て支援課

・広報紙には常時相談コー
ナーに家庭児童相談室を掲載
することで相談にのれる体制
を取り、未然防止を図った。ま
た、189の普及を図るためにマ
リンちゃんを加工したポケット
ティッシュを大網駅に設置、防
災行政無線を活用し11月に4
回放送を流した。

・広報紙には常時相談コー
ナーにこども家庭相談室を掲
載することで相談にのれる体
制を取り、未然防止を図った。
また、189の普及を図るために
マリンちゃんを加工したポケッ
トティッシュを大網駅に設置、
防災行政無線を活用し11月に
4回放送を流した。

・広報紙には常時相談コー
ナーにこども家庭相談室を掲
載することで相談にのれる体
制を取り、未然防止を図った。
また、189の普及を図るため啓
発品を大網駅等に設置するほ
か、スーパーでの啓発活動や
防災行政無線での周知を実施
した。

・広報紙には常時相談コーナー
にこども家庭相談室を掲載する
ことで相談にのれる体制を取り、
未然防止を図った。また、189の
普及を図るため啓発品を大網駅
等に設置するほか、スーパーで
の啓発活動や防災行政無線で
の周知を実施した。

【実施内容】
・広報紙の常時相談コーナーにこども家庭相談室を掲載する
ことで相談にのれる体制を取り、未然防止を図った。また、189
の普及を図るため啓発品を大網駅等に設置するほか、スー
パーでの啓発活動や防災行政無線での周知を実施した。

【効果】
こども家庭相談室の周知や189の啓発活動を通じて、相談体
制の認知向上と虐待の未然防止に寄与した。

【総括】
広報紙や啓発物品の設置、街頭啓発、防災行政無線など多
様な手法により、子ども家庭相談室や189の周知啓発を継続
的に実施してきた。
その結果、市民の相談窓口に対する認知向上が図られ、虐
待の未然防止に向けた意識啓発に一定の成果を上げること
ができた。

・虐待防止のための相談が
各所より行われている。

高齢者支援課

・虐待防止のための相談が各
所より行われており、広報誌
（地域包括支援センターだより
コーナー）等で周知している。

・虐待防止のための相談が各
所より行われており、ホーム
ページ等で周知している。

・虐待防止のための相談が各
所より行われており、ホーム
ページ等で周知している。

・虐待防止のための相談が各所
より行われており、ホームページ
等で周知している。

【実施内容】
虐待防止のための相談が各所より行われており、ホームペー
ジ等で周知している。

【効果】
どのような行為が虐待行為にあたるのか、虐待を防止するた
めに何ができるかを周知することができている。

【総括】
虐待に関する知識を日頃から周知することで、当事者だけ
でなく地域住民にも理解していただくことができ虐待防止に
つながるため、今後も継続していく。

・障害者虐待防止法に係る
ポスターやパンフレットを設
置し、障害者虐待防止に係る
啓発を行った。

社会福祉課

・障害者虐待防止法に係るポ
スターや「障害者虐待防止法
をご存じですか」のパンフレッ
トを窓口に掲出し、障がい者
虐待防止に係る啓発を行っ
た。

・障害者虐待防止法に係るポ
スターや「障害者虐待防止法
をご存じですか」のパンフレッ
トを窓口に掲出し、障がい者
虐待防止に係る啓発を行っ
た。

・障害者虐待防止法に係るポ
スターや「障害者虐待防止法
をご存じですか」のパンフレッ
トを窓口に掲出し、障がい者
虐待防止に係る啓発を行っ
た。

・障害者虐待防止法に係るポス
ターや「障害者虐待防止法をご
存じですか」のパンフレットを窓
口に掲出し、障がい者虐待防止
に係る啓発を行った。

【実施内容】
障害者虐待防止法に係るポスターやパンフレットを窓口に掲
出し、障がい者虐待防止に係る啓発を行った。

【効果】
障害者虐待防止法に係るポスターやパンフレットを窓口に掲
出することで男女共同参画の推進に資することができた。

【総括】
障害者虐待防止法に係るポスターやパンフレットをを窓口に
掲出することで、障がいを抱える方、男女問わず必要とされ
る支援を提供できたと考えられる。

計画期間（R3～R7）
の総括

41 62
高齢者・障がい者への虐待
防止に関する啓発を行いま
す。

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

41 60

「女性に対する暴力をなくす
運動」期間にあわせての広
報活動などにより、ＤＶは重
大な人権侵害であることを
周知します。

結果
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資料2-1

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・広報紙、ホームページ、子
育てサポートブックに相談窓
口を掲載し、周知を図った。

子育て支援課

・広報紙には常時相談コー
ナーに子育てに関することや
婦人相談の相談日時の掲載、
ホームページには虐待に関す
ることやＤＶに関することの情
報提供をするとともに相談機
関の掲載、子育てサポート
ブックの相談・支援のところで
各種相談先を掲載している。

・広報紙には常時相談コー
ナーに子育てに関することや
婦人相談の相談日時の掲載、
ホームページには虐待に関す
ることやＤＶに関することの情
報提供をするとともに相談機
関の掲載、子育てサポート
ブックの相談・支援のところで
各種相談先を掲載している。

・広報紙には常時相談コー
ナーに子育てに関することや
婦人相談の相談日時の掲載、
ホームページには虐待に関す
ることやＤＶに関することの情
報提供をするとともに相談機
関の掲載、子育てサポート
ブックの相談・支援のところで
各種相談先を掲載している。

・広報紙には常時相談コーナー
に子育てに関することや女性相
談の相談日時の掲載、ホーム
ページには虐待に関することや
ＤＶに関することの情報提供をす
るとともに相談機関の掲載、子
育てサポートブックには各種相
談先を掲載している。

【実施内容】
・広報紙には常時相談コーナーに子育てに関することや女性
相談の相談日時の掲載、ホームページには虐待に関すること
やＤＶに関することの情報提供をするとともに相談機関の掲
載、子育てサポートブックには各種相談先を掲載している。

【効果】
子育てやDV等に関する相談窓口の周知を図り、市民が必要
な支援につながりやすい環境づくりに寄与した。

【総括】
広報誌やホームページ、子育てサポートブックを活用して各
種相談窓口の情報提供を継続して行ってきた。
その結果、子育てやDV等に関する相談先の認知向上が図
られ、市民が適切な支援につながりやすい体制整備に一定
の成果を上げることができた。

・住民及び公的機関からの
相談が行われている。

高齢者支援課

・市民や公的機関からの相談
が行われており、広報誌（地域
包括支援センターだよりの
コーナー）等で周知している。

・市民や公的機関からの相談
が行われており、ホームペー
ジ等で周知している。

・市民や公的機関からの相談
が行われており、ホームペー
ジ等で周知している。

・市民や公的機関からの相談が
行われており、ホームページ等
で周知している。

【実施内容】
市民や公的機関からの相談が行われており、ホームページ等
で周知している。

【効果】
事業所等から連絡が入り、状況確認や対応につながった。

【総括】
地域住民及び公的機関が適宜相談することができるよう、
今後も周知に努めていく。

・チラシやポスターを設置し、
障害者虐待防止に関する啓
発を行った。

社会福祉課

・市町村の障害者虐待防止セ
ンター及び県障害者権利擁護
センターの連絡先が掲載され
ているポスターやパンフレット
を社会福祉課窓口に掲出し、
障がい者虐待に関する相談窓
口の周知を行った。

・令和4年4月に設置した山武
郡市障がい者基幹相談支援
センターにおいて、虐待防止
に関する支援を行っているた
め、当センターの周知を図っ
た。

・山武郡市障がい者基幹相談
支援センターにおいて、虐待
防止に関する支援を行ってい
るため、当センターの周知を
図った。

・山武郡市障がい者基幹相談支
援センターにおいて、虐待防止
に関する支援を行っているた
め、当センターの周知を図った。

【実施内容】
山武郡市障がい者基幹相談支援センターにおいて、虐待防止
における支援を行っているため、当センターの周知を図った。

【効果】
障害者虐待防止における支援を行っている基幹相談支援セン
ターを周知することにより男女共同参画の推進に資することが
できた。

【総括】
障害者虐待に関する通報等は年間数件あり、障がい者基幹
相談支援センターの周知を図ることで、障がいを抱える方、
男女問わず必要とされる支援を提供できたと考えられる。

【新規】 子育て支援課

例年代表者会議を1回、実務
者会議を3回開催していたが、
代表者会議はコロナの関係で
書面決議を行ったが、実務者
会議については対面で開催
し、各関係機関と情報共有を
して連携を図った。ケースに
よっては、個別支援会議を開
催して、役割分担をして連携を
図ることで各関係機関の強み
を生かして支援をすることがで
きた。

・実務者会議の開催回数を3
回から4回に増やし、各関係期
間と情報共有をして連携を
図った。ケースによっては、個
別支援会議を開催して、役割
分担をして連携を図ることで各
関係機関の強みを活かして支
援をすることができた。

・今年度も実務者会議を4回開
催する予定。各関係期間と情
報共有をして連携を図った。
ケースによっては、個別支援
会議を開催して、役割分担を
して連携を図ることで各関係
機関の強みを活かして支援を
することができた。

実務者会議を4回開催する予
定。各関係機関と情報共有をし
て連携を図った。ケースによって
は、個別支援会議を開催して、
役割分担をして連携を図ること
で各関係機関の強みを活かして
支援をすることができた。

【実施内容】
実務者会議を4回開催する予定。各関係機関と情報共有をし
て連携を図った。ケースによっては、個別支援会議を開催し
て、役割分担をして連携を図ることで各関係機関の強みを活
かして支援をすることができた。

【効果】
関係機関との情報共有と連携強化により、ケースに応じた適
切な支援につなげるこができた。

【総括】
・実務者会議や個別支援会議を開催し、関係機関との情報
共有と役割分担を図ってきた。
その結果、各機関の強みを活かした支援体制が構築され、
ケースに応じたきめ細やかな支援の実施に寄与してきた。

・虐待防止に関する啓発を
図ったこともあり、各関係機
関と連携しながら虐待の対
応を行った。

高齢者支援課
・複数のケースで関係機関と
連携をとり、支援体制の構築
を行った。

・複数のケースで関係機関と
連携をとり、支援体制の構築
を行った。

・複数のケースで関係機関と
連携をとり、支援体制の構築
を行った。

・複数のケースで関係機関と連
携をとり、支援体制の構築を行っ
た。

【実施内容】
高齢者の権利擁護（虐待）に関する相談の際、庁内の関係機
関及び警察、保健所等との連携を図る。

【効果】
対象者の状況に応じた支援体制を構築することにより、問題
の解決を図ることができる。

【総括】
庁内の連携及び支援機関との調整を図ることにより、相談
体制の強化を図ることができた。

・山武圏域3市3町で共同設
置する山武圏域障害者差別
解消支援地域協議会の会議
を開催し、千葉県内における
取組状況の共有を図るなど、
普及・啓発活動に取り組んで
いる。

社会福祉課

・山武圏域3市3町で共同設置
する山武圏域障がい者差別
解消支援地域協議会の会議
を開催し、圏域内の普及・啓
発活動を図った。

・山武圏域3市3町で共同設置
する山武圏域障がい者差別
解消支援地域協議会の会議
を開催し、圏域内の普及・啓
発活動を図った。

・山武圏域3市3町で共同設置
する山武圏域障がい者差別
解消支援地域協議会の会議
を開催し、圏域内の普及・啓
発活動を図った。

・山武圏域3市3町で共同設置す
る山武圏域障がい者差別解消
支援地域協議会の会議を開催
し、圏域内の普及・啓発活動を
図った。

【実施内容】
山武郡市障がい者差別解消支援地域協議会において、障が
い者差別解消の会議を開催し普及・啓発活動を行った。

【効果】
障がい者差別解消において山武圏域内で普及・啓発活動をす
ることにより男女共同参画の推進に資することができた。

【総括】
障がい者差別解消を山武圏域内で普及・啓発活動を行うこ
とで、障がいを抱える方、男女問わず必要とされる支援を提
供できたと考えられる。

前期計画での状況 担当課
結果 計画期間（R3～R7）

の総括

41 63
ＤＶや虐待に関する相談窓
口について、周知を図りま
す。

41 64

関係機関と連携し、窓口等
において虐待防止に関する
啓発を行うとともに、虐待防
止ネットワーク会議の設置
を図ります。

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目
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資料2-1
②相談・支援体制の充実

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・健診未受診者で家庭訪問
でも状況確認が出来ない場
合は、保育所や幼稚園、子
育て支援課等と連携し、状況
確認できた。

健康増進課

・今年度も、健診未受診者に
ついては、関係各所と連携し
て情報を収集し、状況確認に
努めた。

保育所や幼稚園との連絡会
の場を活用し、未受診者の状
況確認に努めるとともに、園か
ら保護者に受診勧奨していた
だき、受診につながったケー
スもあった。

保育所や幼稚園との連絡会
の場を活用し、未受診者の状
況確認に努めるとともに、園か
ら保護者に受診勧奨していた
だき、受診につながったケー
スもあった。

健診未受診者については保育
所や幼稚園との連絡会の場を活
用し、状況確認に努めた。

【実施内容】
健診未受診者については保育所や幼稚園との連絡会の場を
活用し、状況確認に努めた。

【効果】
園から保護者に受診勧奨していただき、受診につながった
ケースや、育児不安・虐待のリスク要因の早期発見、早期対
応につながった。

【総括】
共働き家庭の増加により、急な休みが難しい場合もあるた
め、1か月以上前の通知や複数の受診日を提示するなど、
未受診にならない工夫をした上で、健診未受診者について
は、再通知や家庭訪問等でできるだけ状況把握につとめ
た。保育所や幼稚園との情報共有については、健診受診の
有無をきっかけに、それ以外の相談等につながる場合もあ
るため有効である。

・就学時健康診断や「教育相
談週間」を通して、児童・生徒
の状況を確認することがで
き、必要に応じて適切な支援
を行うことができた。

管理課

・就学時健康診断や「教育相
談週間」を通して、児童・生徒
の状況を確認することができ、
必要に応じて適切な支援を行
うことができた。

・就学時健康診断や「教育相
談週間」を通して、児童・生徒
の状況を確認することができ、
必要に応じて適切な支援を行
うことができた。

・就学時健康診断や「教育相
談週間」を通して、児童・生徒
の状況を確認することができ、
必要に応じて適切な支援を行
うことができた。

・就学時健康診断や「教育相談
週間」を通して、児童・生徒の状
況を確認することができ、必要に
応じて適切な支援を行うことがで
きた。

【実施内容】
就学時健康診断や「教育相談週間」を通して、児童・生徒の状
況を確認した。

【効果】
児童・生徒に対し、必要に応じて適切な支援を行うことができ
た。

【総括】
就学時健康診断では、児童・保護者の様子や健診の結果等
から、ＤＶや児童虐待の可能性がある家庭を把握することが
できた。また、教育相談週間や定期的なアンケート調査を継
続的に実施することで、児童生徒が発する微細なサインの
把握に努め、DVや児童虐待の早期発見および適切な支援
へと繋げることができた。

42 66

家庭相談員を配置し、関係
機関と連携しながら児童虐
待の未然防止、要保護児
童等の早期発見・早期対応
及び自立に至る支援を行い
ます。

・要保護児童対策地域協議
会代表者会議、実務者会
議、個別支援会議を通じ、関
係機関と連携しながら児童
虐待の未然防止、早期発
見、早期対応が図られた。

子育て支援課

・要保護児童対策地域協議会
代表者会議、実務者会議、個
別支援会議を通じ、関係機関
と連携しながら児童虐待の未
然防止、早期発見、早期対応
が図られた。

・要保護児童対策地域協議会
代表者会議、実務者会議、個
別支援会議を通じ、関係機関
と連携しながら児童虐待の未
然防止、早期発見、早期対応
が図られた。

・要保護児童対策地域協議会
代表者会議、実務者会議、個
別支援会議を通じ、関係機関
と連携しながら児童虐待の未
然防止、早期発見、早期対応
が図られた。

・要保護児童対策地域協議会代
表者会議、実務者会議、個別支
援会議を通じ、関係機関と連携
しながら児童虐待の未然防止、
早期発見、早期対応が図られ
た。

【実施内容】
・要保護児童対策地域協議会代表者会議、実務者会議、個別
支援会議を通じ、関係機関と連携しながら児童虐待の未然防
止、早期発見、早期対応が図られた。

【効果】
関係機関と連携した支援により、児童虐待の未然防止や早期
発見・早期対応につなげることができた。

【総括】
関係機関と連携を図り、要保護児童の支援体制を構築して
きた。
その結果、児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応が可
能となり、支援体制の強化に一定の成果を上げてきた。

42 67

ＤＶ相談窓口職員、婦人相
談員、母子・父子自立支援
員を配置し、自立支援を含
め、相談者に適切な支援を
行います。

・県主催のＤＶ研修、母子・父
子自立支援員研修に参加
し、相談者に適切な支援を
行った。

子育て支援課

・手当等の各種サービスの説
明、離婚等に関する相談や助
言、ＤＶでの避難を希望する方
の一時保護等の避難支援を
行った。

・手当等の各種サービスの説
明、離婚等に関する相談や助
言、ＤＶでの避難を希望する方
の一時保護等の避難支援を
行った。

・手当等の各種サービスの説
明、離婚等に関する相談や助
言、ＤＶでの避難を希望する方
の一時保護等の避難支援を
行った。

・手当等の各種サービスの説
明、離婚等に関する相談や助
言、ＤＶでの避難を希望する方
の一時保護等の避難支援を行っ
た。

【実施内容】
・手当等の各種サービスの説明、離婚等に関する相談や助
言、ＤＶでの避難を希望する方の一時保護等の避難支援を
行った。

【効果】
相談対応や避難支援を通じて、DV被害者等の安全確保と生
活再建への支援につなげることができた。

【総括】
各種制度の案内やDVに関する相談対応、避難支援を実施
してきた。
その結果、被害者の安全確保と自立に向けた支援体制の整
備に一定の成果を上げることができた。

・研修の情報を取り込みなが
ら、ケースに応じて適切な相
談・支援に努めた。

高齢者支援課

・対象者のみでなく、養護者の
生活状況改善のため、必要に
応じて各機関と連携し、環境
調整に努めた。

・被虐待者を（一時）保護する
ための施設との契約・調整に
努めた。

・被虐待者を（一時）保護する
ための施設との契約・調整に
努めた。

・被虐待者を（一時）保護するた
めの施設との契約・調整に努め
た。

【実施内容】
地域社会に対する虐待の早期発見に向け相談受付窓口の周
知を実施したほか、各関係機関と連携し、事実確認や被虐待
者及び虐待者等に対する必要な支援を迅速に実施した。

【効果】
被虐待者の権利擁護や虐待者等に対する必要な支援が図ら
れた。

【総括】
庁内の連携及び支援機関との調整を図ることにより、相談
及び支援体制の強化を図ることができた。

・障害者虐待に関する研修に
参加し、相談・支援を行うた
めに必要な知識等の習得に
努めたほか、被虐待者を一
時保護するための場所を確
保した。

社会福祉課

・障がい者虐待に関する研修
に参加し、相談・支援を行なう
ために必要な知識等の習得に
努めたほか、被虐待者を一時
保護するための場所を確保し
た。

・障がい者虐待に関する研修
に参加し、相談・支援を行なう
ために必要な知識等の習得に
努めたほか、被虐待者を一時
保護するための場所を確保し
た。

・障がい者虐待に関する研修
に参加し、相談・支援を行なう
ために必要な知識等の習得に
努めたほか、被虐待者を一時
保護するための場所を確保し
た。

・障がい者虐待に関する研修に
参加し、相談・支援を行なうため
に必要な知識等の習得に努めた
ほか、被虐待者を一時保護する
ための場所を確保した。

【実施内容】
障がい者虐待に関する研修に参加し、相談・支援を行うために
必要な知識等の習得に努め、被虐待者を一時保護する場所を
確保した。

【効果】
障がい者虐待に関する研修に参加し、知識の習得に努め、一
時保護の場所を確保することにより男女共同参画の推進に資
することができた。

【総括】
障がい者虐待に関する研修に参加し、必要な知識を習得す
ることと、被保険者を一時保護する場所を確保することで、
障がいを抱える方、男女問わず必要とされる支援を提供で
きたと考えられる。

結果 計画期間（R3～R7）
の総括

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

42 65

乳幼児健診・就学前健診未
受診者の把握や家庭訪問
指導を通じて、ＤＶや児童
虐待の早期発見に努めま
す。

42 68
高齢者や障がい者に対す
る虐待について、適切な相
談・支援を行います。
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資料2-1
③関係機関との連携強化

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・要保護児童等については、
要保護児童対策地域協議会
（代表者会議、実務者会議、
個別支援会議）を開催し、情
報共有と支援策の検討を行
う中で関係機関との連携を
図った。

子育て支援課

・要保護児童等については、
要保護児童対策地域協議会
（代表者会議、実務者会議、
個別支援会議）を開催し、情
報共有と支援策の検討を行う
中で関係機関との連携を図っ
た。

・要保護児童等については、
要保護児童対策地域協議会
（代表者会議、実務者会議、
個別支援会議）を開催し、情
報共有と支援策の検討を行う
中で関係機関との連携を図っ
た。

・要保護児童等については、
要保護児童対策地域協議会
（代表者会議、実務者会議、
個別支援会議）を開催し、情
報共有と支援策の検討を行う
中で関係機関との連携を図っ
た。

・要保護児童等については、要
保護児童対策地域協議会（代表
者会議、実務者会議、個別支援
会議）を開催し、情報共有と支援
策の検討を行う中で関係機関と
の連携を図った。

【実施内容】
・要保護児童等については、要保護児童対策地域協議会（代
表者会議、実務者会議、個別支援会議）を開催し、情報共有と
支援策の検討を行う中で関係機関との連携を図った。

【効果】
情報共有と支援方針の検討を行うことで、関係機関と連携した
適切な支援につなげることができた。

【総括】
協議会や個別支援会議を開催し、情報共有と支援方針の検
討を行うことで関係機関との連携を強化してきた。
その結果、要保護児童等に対する支援の充実が図られ、継
続的な見守り体制の構築に寄与してきた。

・障害者虐待に関する研修に
参加し、相談・支援を行うた
めに必要な知識等の習得に
努めたほか、被虐待者を一
時保護するための場所を確
保した。

社会福祉課

・障がい者虐待に関する研修
に参加し、相談・支援を行なう
ために必要な知識等の習得に
努めたほか、被虐待者を一時
保護するための場所を確保し
た。

・障がい者虐待に関する研修
に参加し、相談・支援を行なう
ために必要な知識等の習得に
努めたほか、被虐待者を一時
保護するための場所を確保し
た。

・障がい者虐待に関する研修
に参加し、相談・支援を行なう
ために必要な知識等の習得に
努めたほか、被虐待者を一時
保護するための場所を確保し
た。

・障がい者虐待に関する研修に
参加し、相談・支援を行なうため
に必要な知識等の習得に努めた
ほか、被虐待者を一時保護する
ための場所を確保した。

【実施内容】
障がい者虐待に関する研修に参加し、相談・支援を行うために
必要な知識等の習得に努め、被虐待者を一時保護する場所を
確保した。

【効果】
障がい者虐待に関する研修に参加し、知識の習得に努め、一
時保護の場所を確保することにより男女共同参画の推進に資
することができた。

【総括】
障がい者虐待に関する研修に参加し、必要な知識を習得す
ることと、被保険者を一時保護する場所を確保することで、
障がいを抱える方、男女問わず必要とされる支援を提供で
きたと考えられる。

・虐待における重篤な被害を
未然に防ぐ対応を行った。

高齢者支援課
・関係機関と連携を図り、重篤
な被害を未然に防ぎ、生活環
境の再構築を行った。

・関係機関と連携を図り、重篤
な被害を未然に防ぎ、生活環
境の再構築を行った。

・関係機関と連携を図り、重篤
な被害を未然に防ぎ、生活環
境の再構築を行った。

・関係機関と連携を図り、重篤な
被害を未然に防ぎ、生活環境の
再構築を行った。

【実施内容】
高齢者の権利擁護（虐待）に関する出前講座の実施。

【効果】
社会福祉協議会をはじめとした高齢者の支援機関との意識共
有を図ることができる。

【総括】
高齢者虐待については、相談・通報により判明するケースが
多いことから、今後も、情報の提供などを行い、関係団体等
との連携を図っていく。

・ＤＶに関する問い合わせに
対して、相談窓口や県の電
話相談を紹介するとともにＤ
Ｖの相談窓口に関する案内
をトイレに設置するなど啓発
を行った。

地域づくり課
子育て支援課

・ＤＶや男性の総合相談窓口
に関する案内をトイレに設置
するなど啓発を行った。

【令和4年度より子育て支援課
に事務移管】
・ＤＶや男性の総合相談窓口
に関する案内をトイレに設置
するなど啓発を行った。

【令和4年度より子育て支援課
に事務移管】
・ＤＶや男性の総合相談窓口
に関する案内をトイレに設置
するなど啓発を行った。

【令和4年度より子育て支援課に
事務移管】
・ＤＶや男性の総合相談窓口に
関する案内をトイレに設置するな
ど啓発を行った。

【令和4年度より子育て支援課に事務移管】
【実施内容】
・ＤＶや男性の総合相談窓口に関する案内をトイレに設置する
など啓発を行った。

【効果】
トイレ等への案内設置により、相談窓口の情報を目にする機
会を拡大することができた。

【総括】
相談窓口案内の設置や周知啓発を継続的に行うことで、支
援情報のアクセス向上が図られiた。

・教育委員会、学校（幼稚
園）、子育て支援課、児童相
談所等が情報共有を含め連
携を深め、適切に対応するこ
とができた。

管理課

・教育委員会、学校（幼稚
園）、子育て支援課、児童相談
所等が情報共有を含め連携を
深め、適切に対応することが
できた。

・教育委員会、学校（幼稚
園）、子育て支援課、児童相談
所等が情報共有を含め連携を
深め、適切に対応することが
できた。
・学校からの依頼に応じて、関
係機関を集めたケース会議を
実施し、その後の対応に役立
てた。

・教育委員会、学校（幼稚
園）、子育て支援課、児童相談
所等が情報共有を含め連携を
深め、適切に対応することが
できた。
・学校からの依頼に応じて、関
係機関を集めたケース会議を
実施し、その後の対応に役立
てた。

・教育委員会、学校（幼稚園）、
子育て支援課、児童相談所等が
情報共有を含め連携を深め、適
切に対応することができた。
・学校からの依頼に応じて、関係
機関を集めたケース会議を実施
し、その後の対応に役立てた。

【実施内容】
教育委員会、学校（幼稚園）、子育て支援課、児童相談所で連
携を深め、適切な対応に努めている。また、学校の依頼に応じ
て、関係機関を集めたケース会議を実施している。

【効果】
連携を深めることで、様々な視点からの情報を集めたり、違う
角度からの対応・支援につなげている。

【総括】
教育委員会、学校（幼稚園）、子育て支援課、児童相談所、
また関係機関を含めて情報共有を行ったり、手立てを検討、
支援につなげることが、とても効果的である。一方で、家庭
が抱える課題が多様化、複雑化している。さらに困り感を
もっていない、もしくは表出させない家庭も見られることか
ら、さらに対応を検討していかなければらない。

・関係機関、関係施設と連携
をし、ＤＶ被害者や要保護児
童の安全が図られた。

子育て支援課
・関係機関、関係施設と連携
をし、ＤＶ被害者や要保護児童
の安全が図られた。

・関係機関、関係施設と連携
をし、ＤＶ被害者や要保護児童
の安全が図られた。

・関係機関、関係施設と連携
をし、ＤＶ被害者や要保護児童
の安全が図られた。

・関係機関、関係施設と連携を
し、ＤＶ被害者や要保護児童の
安全が図られた。

【実施内容】
・関係機関、関係施設と連携をし、ＤＶ被害者や要保護児童の
安全が図られた。

【効果】
関係機関・関係施設と連携することで、DV被害者や要保護児
童の安全確保を図ることができた。

【総括】
関係機関・関係施設と連携した支援を継続的に実施し、DV
被害者や要保護児童の安全確保に努めてきた。
その結果、緊急時を含めた支援体制の強化が図られ、安心
して支援につながる環境づくりに一定の成果を上げることが
できた。

・被虐待者を一時保護するた
めの場所を確保し、緊急性が
高いケースにおける一時保
護の実施、福祉サービス等
の利用による生活の場の調
整等の支援を行った。

高齢者支援課

・高齢者虐待により緊急の保
護が必要な場合に対応した。
・ケースの状況に応じて、福祉
サービス等導入の支援を行っ
た。

・高齢者虐待により緊急の保
護が必要なケースの状況に応
じて、施設入所の支援を行っ
た。
また、養護者の生活改善のた
めに関係機関と連携し、支援
を行った。

・高齢者虐待による施設入所
に至った案件はなかった。

・高齢者虐待による施設入所に
至った案件はなかった。

【実施内容】
被虐待者を（一時）保護するための施設との契約・調整に努め
た。

【効果】
令和7年に1件の施設入所及び1件の短期入所から成年後見
制度への支援へつなげた。

【総括】
高齢者虐待については、緊急に避難しなければ、心身に対
し重大な影響を与える事案があることから、今後も、施設と
の調整を図っていく。

・被害者の安全を確保するた
めに、関係機関との連携や
迅速な対応を行った。

社会福祉課
・被害者の安全を確保するた
めに、関係機関との連携や迅
速な対応を行った。

・被害者の安全を確保するた
めに、関係機関との連携や迅
速な対応を行った。

・被害者の安全を確保するた
めに、関係機関との連携や迅
速な対応を行った。

・被害者の安全を確保するため
に、関係機関との連携や迅速な
対応を行った。

【実施内容】
被害者の安全を確保するために、関係機関との連携や迅速な
対応を行った。

【効果】
障がい者虐待における相談を受けた際には基幹相談支援セン
ターと連携し対応を行うことにより男女共同参画の推進に資す
ることができた。

【総括】
被害者の安全を確保するために基幹相談支援センター等関
係機関との連携を構築したことで、男女問わず必要とされる
支援を提供できたと考えられる。

結果 計画期間（R3～R7）
の総括

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

42 69

ＤＶ及び虐待（児童・高齢
者・障がい者等）は多様な
関係機関による支援が必
要であるため、関係団体と
の連携を図ります。

42 70

関係機関、関係施設と連携
し、ＤＶ及び虐待（児童・高
齢者・障害者等）により緊急
保護が必要なＤＶ被害者・
児童・高齢者・障がい者等
に対応します。
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資料2-1
③ストーカーや性的犯罪等の防止対策の推進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

42 71

被害者をストーカー行為等
から守るため、ストーカー規
制法の周知、啓発を推進す
るとともに、関係機関等との
連携強化を図ります。

・窓口で相談があったものに
ついて、警察の相談サポート
コーナーを案内した。

地域づくり課
子育て支援課

・相談場所の案内を行った。
【令和4年度より子育て支援課
に事務移管】
・相談場所の案内を行った。

【令和4年度より子育て支援課
に事務移管】
・令和5年度の相談はなかっ
た。

【令和4年度より子育て支援課に
事務移管】
・主な相談（子どもの就学につい
て）の中にストーカーについての
言及があったため、相談場所の
案内を行った。

【令和4年度より子育て支援課に事務移管】
【実施内容】
・相談を受けた中でストーカーについての言及があったため、
相談場所の案内を行った。

【効果】
相談内容に応じて相談窓口を案内することで、関係機関につ
なぐ支援体制強化を図ることができた。

【総括】
計画期間中、個別相談において関係機関と連携しながら対
応を行うことで、相談者の状況に応じた支援につなげること
ができた。

42 72

出会い系サイトなど、子ども
たちをインターネットを介し
た犯罪から守るため、メディ
ア教育を実施するなど巻き
込まれないための対策を進
めます。また、広報紙、ホー
ムページ等を利用した周知
を図ります。

・インターネットに潜む犯罪に
ついて周知してきた。その結
果、児童生徒の意識は高
まってきている。しかし、犯罪
が複雑化してきているので、
今後も引き続き対策を講じて
いく必要がある。

管理課

・いじめゼロ集会や親子情報
モラル教室を実施し、インター
ネットに潜む犯罪への対策等
について啓発した。
・また、学校だよりなどの広報
紙を活用して、適宜周知を
図っている。

・千葉県で実施されているネッ
トパトロールの調査結果とイン
ターネットを安全に利用するた
めの啓発資料を市教委から学
校に毎月配付し、各学校での
指導に活用した。
・教職員向け情報モラル教育
指導者研修会を実施し、各学
校で児童生徒に情報モラルの
重要性を指導した。
・学校だよりなどの広報紙を活
用して、保護者にもインター
ネット等の健全な利用につい
て周知した。

・千葉県で実施されているネッ
トパトロールの調査結果とイン
ターネットを安全に利用するた
めの啓発資料を市教委から学
校に毎月配付し、各学校での
指導に活用した。
・学校だよりなどの広報紙を活
用して、保護者にもインター
ネット等の健全な利用につい
て周知した。

・千葉県で実施されているネット
パトロールの調査結果とイン
ターネットを安全に利用するため
の啓発資料を市教委から学校に
毎月配付し、各学校での指導に
活用した。
・学校だよりなどの広報紙を活用
して、保護者にもインターネット
等の健全な利用について周知し
た。

【実施内容】
・千葉県で実施されているネットパトロールの調査結果とイン
ターネットを安全に利用するための啓発資料を市教委から学
校に毎月配付し、各学校での指導に活用している。
・学校だよりなどの広報紙を活用したり、外部講師を招いての
情報モラル教室を開催し、保護者にもインターネット等の健全
な利用について周知している。

【効果】
児童・生徒、教職員、保護者の意識高揚につなげることがで
き、インターネットを介した犯罪につながっていない。

【総括】
これまでの取り組みに加え、令和6年度より配置したICT支
援員にも協力をいただき、より効果的な周知ができている。
一方で、児童・生徒のスマートフォンの所持率の上昇に伴
い、様々なトラブルも起きている。被害者にならないための
取り組みに加え、無意識のうちに加害者にならないための手
立てを強化していかなければならない。

（２）ハラスメントの防止

②セクハラ、パワハラ等の防止対策の推進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

45 73
セクハラ等のハラスメント防
止に向けた啓発に努めま
す。

・内閣府が作成した「女性に
対する暴力をなくす運動」に
関するポスターを各公共施
設に掲示し、市ホームページ
へ掲載するとともに、窓口で
チラシを配布した。

地域づくり課
子育て支援課

・「女性に対する暴力をなくす
運動」に関するポスターを各公
共施設に掲示し、広報やＨＰ
で啓発を行った。

【令和4年度より子育て支援課
に事務移管】
・「女性に対する暴力をなくす
運動」に関するポスターを各公
共施設に掲示し、広報やＨＰ
で啓発を行った。

【令和4年度より子育て支援課
に事務移管】
・「女性に対する暴力をなくす
運動」に関するポスターを各公
共施設に掲示し、広報やＨＰ
で啓発を行った。

【令和4年度より子育て支援課に
事務移管】
・「女性に対する暴力をなくす運
動」に関するポスターを各公共
施設に掲示し、広報やＨＰで啓
発を行った。

【令和4年度より子育て支援課に事務移管】
【実施内容】
・「女性に対する暴力をなくす運動」に関するポスターを各公共
施設に掲示し、広報やＨＰで啓発を行った。

【効果】
公共施設への掲示や広告媒体を活用した周知により、運動の
趣旨及び女性に対する暴力防止の意識啓発を図ることができ
た。

【総括】
計画期間中、継続的な啓発活動を実施することで、市民の
理解促進及び暴力防止意識の醸成に一定の効果があっ
た。

45 74

職場でのセクハラ等の防止
を促進するため、千葉労働
局雇用均等室や男女共同
参画センターなどの関係機
関において実施されている
相談窓口についての情報
提供を行います。

・関係機関の相談窓口の情
報をチラシで周知した。

商工観光課
・関係機関の相談窓口の情報
をチラシで周知した。

・関係機関の相談窓口の情報
をポスターやリーフレットで周
知を行った。

・関係機関の相談窓口の情報
をポスターやリーフレットで周
知を行った。

・関係機関の相談窓口の情報を
ポスターやリーフレットで周知を
行った。

【実施内容】
・関係機関の相談窓口の情報をポスターやリーフレットで周知
を行った。

【効果】
職場でのセクハラ等の防止に関する周知啓発を行うことがで
きた。

【総括】
職場でのセクハラ等の防止を促進するため、関係機関の相
談窓口に関するポスターやリーフレットを配架することによ
り、周知することができた。

45 75

市職員に対して、パワハ
ラ、メンタルヘルス、セクハ
ラなど、精神的・性的な人
権意識（資質）向上を図る
ため、独自の研修プランや
外部研修への参加などを推
進します。

・様々なハラスメントが生じな
いよう全職員を対象とした「メ
ンタルヘルス研修」や「ハラス
メント研修」等の庁内研修を
実施し、人権意識の向上に
努めた。
・外部研修については、希望
者には積極的に研修への参
加を促した。

総務課

・庁内研修としてパワーハラス
メントに関する動画を公開し、
庁内及び外部の各相談窓口
を周知した。

・集合研修に代わるものとして
パワーハラスメントに関する動
画を全庁ネットワークで公開
するとともに、相談窓口を周知
した。
・外部研修への参加を促した。

・全職員を対象とした、ハラス
メント及びメンタルヘルスに関
する外部研修の受講を促し
た。
・パワーハラスメントに関する
動画を全庁ネットワークで公
開し、庁内及び外部の各相談
窓口を周知した。

・管理職員等を対象とした、ハラ
スメント及びメンタルヘルスに関
する外部研修の受講を促した。

【実施内容】
共済組合が主催する管理職員等を対象としたメンタルヘルス
セミナー（ラインケア研修）への積極的な参加を促した。

【効果】
精神的・性的な人権意識（資質）向上に寄与できたと考える。

【総括】
研修参加や動画素材の公開等、職員に機会を提供すること
により、人権意識の向上に寄与できたと考える。

結果 計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

結果

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課
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資料2-1
（３）相互理解と人権尊重

①人権尊重意識の啓発

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

48 76
人権擁護委員による人権
相談の充実や法務局人権
擁護課との連携を図りま
す。

・毎月、人権擁護委員による
人権相談を実施した。
・広報紙、ホームページで人
権相談窓口の周知をした。

地域づくり課

・毎月人権擁護委員による人
権相談を実施した。（コロナウ
イルスの影響で4月・8月・9月・
1月・2月は中止）
・広報紙、ホームぺージで法
務局の電話相談窓口の周知
をした。

・毎月人権擁護委員による人
権相談を実施した。
・広報紙、ホームぺージで法
務局の電話相談窓口の周知
をした。

・毎月人権擁護委員による人
権相談を実施した。
・広報紙、ホームぺージで法
務局の電話相談窓口の周知
をした。

・毎月人権擁護委員による人権
相談を実施した。
・広報紙、ホームぺージで法務
局の電話相談窓口の周知をし
た。

【実施内容】
・毎月人権擁護委員による人権相談を実施した。
・広報紙、ホームぺージで法務局の電話相談窓口の周知をし
た。

【効果】
人権相談や会議を通し、人権擁護委員、法務局人権擁護課と
の連携が図れている。

【総括】
法務局を交えた実務研修や相談業務が実施されており、適
切に連携が取れている。
引き続き相談業務を実施し、人権擁護委員や法務局と連携
を図りたい。

48 77

人権擁護委員と連携し、
「人権擁護委員の日」、「人
権週間」にあわせた啓発活
動などを行い、あらゆる暴
力が重大な人権侵害にあ
たることを周知します。

・市内商業施設等で啓発活
動を行うことにより、人権相
談窓口の周知、人権尊重意
識の啓発を行った。

地域づくり課

・「人権擁護委員の日」に中央
公民館、白里公民館にて特設
相談を実施した。
・「人権週間」にあわせ市内商
業施設にて街頭啓発運動を実
施した。

・「人権擁護委員の日」に中央
公民館、白里公民館にて特設
相談を実施した。
・「人権週間」にあわせ市内商
業施設にて街頭啓発運動を実
施した。

・「人権擁護委員の日」に中央
公民館、白里公民館にて特設
相談を実施した。
・「人権週間」にあわせ市内商
業施設にて街頭啓発運動を実
施した。

・「人権擁護委員の日」に中央公
民館、白里公民館にて特設相談
を実施した。
・「人権週間」にあわせ市内商業
施設にて相談先の電話番号の
ついた啓発物品を配布する、街
頭啓発運動を実施したことによ
り、市民が相談できる機会を広
げることができた。

【実施内容】
・「人権擁護委員の日」に中央公民館、白里公民館にて特設相
談を実施した。
・「人権週間」にあわせ街頭啓発運動として、市内商業施設に
て相談先の電話番号のついた啓発物品を配布した。

【効果】
市民が相談できる機会の拡充、人権尊重意識の向上に寄与し
たものと考える。

【総括】
市内商業施設等で人権相談窓口の周知や啓発を行うことに
より、人権尊重意識の向上に寄与したものと考える。
引き続き周知啓発に努めたい。

・道徳の教科化に伴い、授業
改善が図られ、生命の尊重
や社会との関わりについて、
児童生徒はこれまで以上に
主体的に学ぶことができてき
た。

管理課

・道徳科の授業改善が図ら
れ、生命の尊重や社会との関
わりについて、児童生徒はこ
れまで以上に主体的に学ぶこ
とができてきた。

・道徳科の授業改善が図ら
れ、生命の尊重や社会との
関わりについて、児童生徒
はこれまで以上に主体的に
学ぶことができてきた。

・道徳科の授業改善が図ら
れ、生命の尊重や社会との
関わりについて、児童生徒
はこれまで以上に主体的に
学ぶことができてきた。

・道徳科の授業改善が図ら
れ、生命の尊重や社会との関
わりについて、児童生徒はこ
れまで以上に主体的に学ぶ
ことができてきた。

【実施内容】
・道徳科の授業改善が図られている。

【効果】
児童生徒はこれまで以上に主体的に学ぶことができてきた。

【総括】
道徳化の授業改善が図られてきているが、より充実させるこ
とを目指し「考え、議論する」道徳教育の推進が求められる。

・人権擁護委員と連携し、市
内全小学校の1・4年生を対
象に人権教室を実施し、やさ
しさや思いやりの心を育み、
他者を尊重することの大切さ
を呼びかけた。

地域づくり課
・人権擁護委員と連携し、市内
小学校の4・5年生を対象に人
権教室を実施した。

・人権擁護委員と連携し、市内
小学校の1・4・5年生を対象に
人権教室を実施した。

・人権擁護委員と連携し、市内
小学校の1・4年生を対象に人
権教室を実施した。

・人権擁護委員と連携し、市内
小学校の1・4年生を対象に人権
教室を実施した。わかりやすい
教材（紙芝居・アニメーション）で
いじめを許さないという意識を児
童に持たせることができた。

【実施内容】
・人権擁護委員と連携し、市内小学校の1・4年生合計636名を
対象に、紙芝居、DVDなどの教材により人権教室を実施した。

【効果】
実施後アンケートから、いじめを許さない、友人を大事にし助
け合うという意識を児童に持ってもらうことができた。

【総括】
親しみやすい題材を用いることで楽しみながらもいじめなど
の人権問題に触れてもらうことができている。
自他の生命を尊重することや思いやりの心を持ってもらうた
め、人権擁護委員と連携しながら継続して人権教育に取り
組みたい。

②多文化共生の推進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

【新規】 総務課
・「大網白里市多文化共生推
進プラン」に基づく施策メ
ニューの実施を進めた。

・「大網白里市多文化共生推
進プラン」に基づく施策メ
ニューの実施を進めた。

・「大網白里市多文化共生推
進プラン」に基づく施策メ
ニューの実施を進めた。

・「大網白里市多文化共生推進
プラン」に基づく施策メニューの
実施を進めた。

【実施内容】
・令和7年度 住民協働事業として採択された「大網白里市外国
人支援ネットワーク事業」の活動について、市広報への掲載等
による支援を行った。

【効果】
事業の活動に定期的に参加する外国人住民ができた。

【総括】
市外国人支援ネットワークと連携し、多文化共生を推進でき
たと考える。

【新規】 生涯学習課

・外国人アンケート調査を実施
し、多文化共生にむけたプラ
ンの見直し・検討を行うことが
できた。

見直された多文化共生プラン
をもとに、国際交流協会等と
連携し、在住外国人が住みや
すい環境となるよう、講座・イ
ベント等を実施した。

・国際交流協会と連携し、市民
と市内在住外国人が交流でき
るイベント（グローバルカフェ
や食文化交流会等）の開催に
協力した。

・在住外国人が住みやすい環境
となるよう、国際交流協会等の
関連団体へ、さまざまな情報を
提供した。

【実施内容】
・国際交流協会と連携し、市民と市内在住外国人が交流でき
るイベント（グローバルカフェ）の開催に協力した。

【効果】
市民と市内在住外国人が交流し、多文化共生の契機とするこ
とができた。

【総括】
国際交流協会と連携し、市民と市内在住外国人が交流する
場を設け、お互いの文化を理解し、地域住民として良い関係
を築く契機とすることができた。

③性の多様性に関する理解の推進

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

48 80
広報紙、ホームページ等、
市が発信する情報につい
て、差別的表現がないよう
に点検します。

【新規】 秘書広報課

・広報紙や市ホームページ等
において、差別的な表現がな
いか確認し、発行や更新を
行った。

・広報紙や市ホームページ等
において、差別的な表現がな
いか確認し、発行や更新を
行った。

・広報紙や市ホームページ等
において、差別的な表現がな
いか確認し、発行や更新を
行った。

・広報紙や市ホームページ等に
おいて、差別的な表現がないか
確認し、発行や更新を行った。

【実施内容】
・広報紙や市ホームページ等において差別的な表現がないか
確認し、発行や更新を行った。

【効果】
広報紙発行時、ホームページ等更新時に表現の確認を行うこ
とで適切な情報発信がはかられた。

【総括】
広報紙や市ホームページにおいて表現内容の確認を行った
ことで、差別的表現の防止と適切な情報発信の推進が図ら
れた。引き続き男女共同参画の視点を意識した情報発信に
取り組む必要がある。

48 81
性の多様性に関して、正し
い理解を促進するための啓
発を行います。

【新規】 地域づくり課

・職員研修で性の多様性や性
差別に関する研修を行うと共
に、HPに性の多様性に関する
記事を掲載した。

HPに性の多様性に関する記
事を掲載した。

・職員研修で性の多様性につ
いての研修を行った。

・HP及び広報紙で性の多様性に
関する記事を掲載するとともに、
県主催の講演会の市職員への
受講勧奨を行うことで、性の多
様性への理解を促進することが
できた。

【実施内容】
・HPで性の多様性に関する記事を掲載した。

【効果】
性の多様性への理解の促進に寄与しているものと考える。

【総括】
R6の市民意識調査結果から、性の多様性に関して半数以
上が問題意識を持っていることが分かった。
性の多様性に関しての問題意識が理解に変わるよう、引き
続き周知・啓発を行う。

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

計画期間（R3～R7）
の総括

結果

結果

結果

48 79

住民と外国人住民がお互
いの文化を認め合いなが
ら、地域住民として生活で
きるよう国際交流協会など
の市民団体と連携して、多
文化共生を推進します。

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課

48 78

小・中学校の道徳の授業に
おいて、自他の生命を尊重
すること及び集団と社会の
関わりについて、計画的に
学んでいくほか、人権擁護
委員と連携しながら、人権
教育を推進します。

計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 前期計画での状況 担当課
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資料2-2
【指標シート】

【表の見方】

※計画中該当ページとは、第2次大網白里市男女共同参画計画の中で、該当事業が記載されているページを指します。

※前期計画での達成・未達成については目標値列の右側に記載し、令和7年度の達成・未達成については令和7年度の結果の右側に記載してあります。

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

8 1
市民意識調査（男女平等に関する意識）において「平等
になっている」と答える割合

地域づくり課
増加（令和7年度ま

でに1回）
達成 未実施 未実施 未実施

R6.9意識調査を実施
8分野の平等感を質問
した結果、「平等になっ
ている」と答えた割合
は全分野で前回より1
～5ポイント減少した。

未実施 未達成 令和7年度は市民意識調査未実施

8 5
広報紙、ホームページ等を利用した男女共同参画につ
いての啓発

地域づくり課 年1回以上 達成 7回 7回 7回 7回
7回

（広報誌・ＨP掲載）
達成

10 6 教職員研修（希望研修）への参加 管理課 年1回以上 達成
年2回

（参加者数　15名）
年2回

（参加者数　15名）
年2回

（参加者数　15名）
年2回

（参加者数　15名）
年2回

（参加者数　15名）
達成

10 7 職場体験学習の実施 管理課 年1回以上
未達成

（Ｒ2：0回）
実施なし

年1回
（増穂中、白里中の2年

生）

年1回
（増穂中、白里中の2年

生）

年1回
（白里中の2年生）

年1回
（増穂中、白里中の2年

生）
達成

10 9 各幼稚園と小・中学校での家庭教育学級の開催 生涯学習課 年4回以上
未達成

（Ｒ2：2回）
実施なし 実施なし

未達成
（平均年1回）

未達成
（平均年1回）

平均年1回 未達成
・コロナ禍以降、ＰＴＡの活動が低下している。また、ＰＴＡ組織を廃止
する学校もあり、家庭教育学級のあり方を見直す時期に来ている。

10 11
市民を対象にした男女共同参画に関する講座・講演会
の実施

地域づくり課 年に1回以上 達成
　1回

（参加者数　　36名）
1回

（参加者数　　26名）
1回

【参加者数　26名）
1回

（参加者数　20名）
1回

（参加者数　23名）
達成

15 12 審議会等における女性委員の割合 関係各課 30％
未達成

（R2：21.5％）
23.3% 23.3% 25.3% 25.9%

25.1%
（女性委員数164/総委

員数654）
未達成

新たに女性委員となる方がいる一方で、あて職委員の異動などによ
り退任される方もおり、割合は微減となった。委員改選時に女性委員
の積極的な登用を促すなど、引き続き女性委員割合の増加に努め
る。

15 15 課長相当職に占める女性の割合（市職員） 総務課 10％
未達成

（R2：9％）
7% 7% 6% 7% 3% 未達成

　家庭生活との両立を考えたときに、女性職員がより職責や困難さが
重くなる職への昇進について意欲的でない状況に陥ってしまうことが
考えられる。

15 15 副課長相当職に占める女性の割合（市職員） 総務課 30％
未達成

（R2：27％）
25% 29% 25% 25% 24% 未達成

　家庭生活との両立を考えたときに、女性職員がより職責や困難さが
重くなる職への昇進について意欲的でない状況に陥ってしまうことが
考えられる。

15 15 班長相当職に占める女性の割合（市職員） 総務課 40％ 達成 39% 37% 32% 31% 32% 未達成
　家庭生活との両立を考えたときに、女性職員がより職責や困難さが
重くなる職への昇進について意欲的でない状況に陥ってしまうことが
考えられる。

15 16 女性職員の能力開発のための研修への参加人数 総務課 述べ年間5人以上
未達成

（Ｒ2：2人）
2人 3人 20人 4人 8人 達成

17 17 マタニティ教室に男女で参加する割合 健康増進課 80％以上 達成
71.4％

（対象者56名　参加者
40名）

77.7％
（対象者54名
・参加者42名）

86.7％
（対象者23名
・参加者20名）

84.8%
（対象者33名
・参加者28名）

86.1%
(対象者36名・
参加者31名）

達成

17 21 【新規】“おとう飯”に関する啓発 地域づくり課 年1回 3回 3回 2回 2回 1回 達成

22 25 家族経営協定の新規締結数 農業振興課 5件以上
未達成

（R2：1件）
0件 2件 1件 2件 1件 達成

調査時点で5か年の新規締結数は6件。
なお、令和5年度は本調査の回答後にさらに協定の締結が1件あった
ため、5年間の合計の実数は7件となる。

22 26 女性の新規認定農業者 農業振興課 5人以上
未達成

（R2：2人）
1人 1人

1人
（+1人）

0人
（+3人）

0人 達成

各年度の調査時点の女性の新規認定農業者の人数は、左記のとお
りだが、調査の回答後に、認定を受けた女性の農業者がいるため、5
年間の合計の実数は7人となる。
【参考】各年度の女性の新規認定農業者の実数
令和3年度　1人、令和4年度　1人、令和5年度　2人
令和6年度　3人、令和7年度　0人

補足事項（※未達成の場合はその理由・原因などを必ず記入）
結果計画中

該当
ページ

事業
番号

項　　　目 担当課 目標値
前期計画での

状況 令和7年度
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令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
補足事項（※未達成の場合はその理由・原因などを必ず記入）

結果計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 担当課 目標値
前期計画での

状況 令和7年度

29 30 男性の育児休業等取得率（市職員） 総務課 10％
未達成

（R2：9％）

0％
（配偶者出産　7名　取

得者　0名）

0％
（配偶者出産　10名

取得者　0名）

40％
（配偶者出産　5名

取得者　2名）

80％
（対象者　5名
取得者　4名）

60％
（対象者　5名
取得者　3名）

達成 令和7年度公表数値（令和6年度実績）

29 30
【新規】配偶者出産休暇（男性の育児参加休暇）取得率
（市職員）

総務課 100％
100％

（配偶者出産　7名　取
得者　7名）

90％
（配偶者出産　10名

取得者　9名）

60％
（配偶者出産　5名

取得者　3名）

100％
（対象者3名
取得者3名）

100％
（対象者5名
取得者5名）

達成 令和7年度公表数値（令和6年度実績）

29 32 時間外保育の実施 子育て支援課 全施設 達成 全施設 全施設 全施設 全施設 全施設 達成

29 32 一時保育の実施 子育て支援課 1カ所 達成 3カ所 3カ所 3カ所 3カ所 3カ所 達成

29 32 病後児保育の実施 子育て支援課 3カ所
未達成

（R2：1か所）
1カ所 1カ所 1カ所 2カ所 2カ所 未達成 民間施設の応募がなかったため

29 34 学童保育の開設場所 子育て支援課 9カ所 達成 9カ所 8カ所 8カ所 8カ所 8カ所 未達成 民間学童保育室が１カ所閉鎖したため

34 42 女性消防団員 安全対策課 10人以上 7人 7人 7人 9人 14人 達成

34 43 大網白里市防災会議における女性委員の数 安全対策課 4人
達成

（前期の目標3人）
4人 6人 5人 4人 5人 達成

36 46 広報紙、ホームページ等を利用した健診や相談の周知 健康増進課 年12回以上 達成 年12回 年12回 年12回 年12回 年12回 達成

36 47 新生児または乳児家庭訪問の実施 健康増進課 90%以上 達成 97.5% 95.2%
R5年12月生まれまで

96.3％
R6年12月生まれまで

94.5％
R7年12月生まれまで

95.2％
達成

36 49 乳がん検診の受診者数 健康増進課 2,500人以上
未達成

（R2：17.62％）

R4.1月末時点で2,120
人（2月末まで受診可

能）

R5年1月末時点で2,169
名が受診。(乳がん検診
は2月28日まで受診が可
能)

R6年1月末時点で2,164
名が受診。(乳がん検診
は2月29日まで受診が可
能)

R7年1月末時点で2,211
名が受診。(乳がん検診
は2月28日まで受診が可
能)

R8年1月末時点で2,191
名が受診。(乳がん検診
は2月28日まで受診が可
能)

未達成
がん検診の受診率は横ばいであり、無料クーポン券や希望調査を実
施し受診率向上にむけた活動をしているが、受診率向上につながら
ない。

36 49 子宮がん検診の受診者数 健康増進課 1,000人以上
未達成

（R2：8.78％）
R4.1月末時点で992人
（2月末まで受診可能）

R5年1月末時点で980名
が受診。(子宮がん検診
は2月28日まで受診が可
能)

R6年1月末時点で993名
が受診。(子宮がん検診
は2月29日まで受診が可
能)

R6年12月末時点で1,054
名が受診。(子宮がん検
診は2月28日まで受診が
可能)

R8年1月末時点で1,008
名が受診。(子宮がん検
診は2月28日まで受診が
可能)

達成
がん検診の受診率は横ばいであり、無料クーポン券や希望調査を実
施し受診率向上にむけた活動をしているが、受診率向上につながら
ない。

43 60 ＤＶに関するチラシ等の配布による情報提供
地域づくり課

子育て支援課
年１回以上 達成

地域　1回
子育て　1回

【令和4年度より子育て支援

課に事務移管】

　1回

【令和4年度より子育て支援

課に事務移管】

　1回

【令和4年度より子育て支援

課に事務移管】

1回

【令和4年度より子育て
支援課に事務移管】

1回
達成

43 60
広報紙、ホームページ等を利用したＤＶ防止に関する周
知

地域づくり課
子育て支援課

年１回以上 達成
地域　1回

子育て　1回

【令和4年度より子育て支援

課に事務移管】

1回

【令和4年度より子育て支援

課に事務移管】

1回

【令和4年度より子育て支援

課に事務移管】

1回

【令和4年度より子育て
支援課に事務移管】

1回
達成

43 61
広報紙、ホームページ等を利用した児童虐待防止に関
する周知

子育て支援課 年1回以上 達成 1回 1回 1回 1回 １回 達成

43 62
広報紙、ホームページ等を利用した高齢者・障がい者
虐待防止に関する周知

高齢者支援課
社会福祉課

年1回以上 達成

高齢者虐待について
広報誌で周知を図っ
た。チラシを窓口に設
置　1回

高齢者虐待について
ホームページで周知を
図った。更新 1回

高齢者虐待について広報誌
で周知を図った。 1回
高齢者虐待についてホーム
ページで周知を図った。継続

高齢者虐待について広報誌
で周知を図った。 1回
高齢者虐待についてホーム
ページで周知を図った。継続
障害者虐待についてホーム
ページで周知を行った。

高齢者虐待について広報誌
で周知を図った。 1回
高齢者虐待についてホーム
ページで周知を図った。継続
障害者虐待についてホーム
ページで周知を行った。

達成
広報おおあみしらさと　令和7年5月号
大網白里市HP内、防止しよう！高齢者虐待

43 65 乳幼児健診未受診者の状況把握 健康増進課 100％ 未達成
1歳6か月児健診

100％
3歳児健診　　　75％

R4年12月対象の児まで
1歳6か月児健診　100％

３歳児健診　75％

1歳6か月児健診
100％

3歳児健診　60％

R6年12月対象の児まで
１歳６か月児健診　100％

３歳児健診　68.8％

R7年12月対象の児まで
1歳6か月児健診１００％

3歳児健診100％
達成

43 66 児童虐待防止に関する研修への参加 子育て支援課 年1回以上 達成 3回 3回 3回 3回 ８回 達成
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令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
補足事項（※未達成の場合はその理由・原因などを必ず記入）

結果計画中
該当

ページ

事業
番号

項　　　目 担当課 目標値
前期計画での

状況 令和7年度

43 66 要保護児童対策地域協議会の開催 子育て支援課 年１回以上 達成
代表者会議　　1回
実務者会議　　3回

個別支援会議　21回

代表者会議　1回
実務者会議　4回

個別支援会議　16回

代表者会議　1回
実務者会議　4回

個別支援会議　21回

代表者会議　1回
実務者会議　4回

個別支援会議　30回

代表者会議 1回
実務者会議 4回

個別支援会議 17回
達成

43 67 ＤＶに関する研修への参加 子育て支援課 年1回以上 達成 3回 3回 3回 3回 3回 達成

43 68
高齢者・障がい者に対する虐待についての研修への参
加

高齢者支援課
社会福祉課

年1回以上 達成

　高齢者虐待防止現任
研修1回

　高齢者虐待防止専門
研修1回

障がい者虐待防止・権
利擁護研修　2回

障がい者虐待防止・権
利擁護研修　2回

高齢者虐待防止専門
研修1回

高齢者虐待防止管理職
及び新任研修１回

障がい者虐待防止・権利
擁護研修　2回

高齢者虐待防止管理職
研修１回
障がい者虐待防止・権利
擁護研修　2回

達成

43 72
インターネットを通じた犯罪に関する児童・生徒への啓
発

管理課 年2回以上 達成 年2回 年2回以上 年2回以上 年2回以上 年２回以上 達成

45 73
セクハラ等は人権侵害であるという認識を促す情報提
供

地域づくり課
子育て支援課

年1回以上 達成 1回
【令和4年度より子育て支援

課に事務移管】

　1回

【令和4年度より子育て支援

課に事務移管】

　1回

【令和4年度より子育て支援

課に事務移管】

1回

【令和4年度より子育て
支援課に事務移管】

1回
達成

48 76
広報紙、ホームページ等を利用した人権相談に関する
周知

地域づくり課 年12回以上 達成 17回 15回 15回 18回 14回 達成

48 76 人権擁護委員の研修への参加 地域づくり課 年1回以上 達成 2回 2回 2回 1回 1回 達成

48 77 街頭人権啓発活動の実施 地域づくり課 年2回以上 未達成 1回 1回 1回 2回 2回 達成
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